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明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

高

寺

貞

男

「
我
国
所
得
税
〆
制
度
ハ
明
治
二
十
年
三
月
〔
一
九
日
〕
勅
令
第
五
号
所
得
税
法
ノ
制
定
ヲ
以
子
創
始
ト
ス
-
:
而
V

テ
同
法
ハ
・

e

各
人
一
筒
年
三
百
円
以
上
ノ
所
得
ア
ル
者
ニ
対
γ
累
進
率
ヲ
以
テ
所
得
税
ヲ
課
γ

法
人
ニ
対
V

テ
ハ
課
税
セ
サ
ル
ノ
主
義
ヲ
採
」

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
所
得
税
法
制
定
ノ
当
時
一
一
於
テ
ハ
法
人
ナ
ル
観
念
ハ
未
タ
一
般
一
一
了
得
セ
ラ
レ
サ
リ
V

カ
故
一
一
該
法
ハ
法
人

一
一
課
税
ヲ
ハ
ル
ノ
規
定
ブ
設
ケ
サ
リ
ジ

1
雄
町
」

措
置
は
初
期
税
制
が

「
株
式
ノ
利
益
配
当
金
」
は
こ
れ
を
他
の
個
人
所
得
と
合
算
し
て
課
税
し
た
。

有
産
者
に
た
い
寸
る
等
級
別
「
富
裕
税
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か

b
〈
る
当
然
の
帰
結
で
あ
り
、
商

「
己
の

法
の
制
定
も
治
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
段
階
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
は
当
時
勃
興
し
つ
つ
あ

っ
た
会
社
企
業
の
擁
護
の
た
め
に
は
た
し
た
意
義
は
き
わ
め
て
多
大
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
己
白
意
味
で
は
現
今
の
法
人
に

た
い
す
る
課
税
優
遇
政
策
の
「
端
緒
し
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
白
措
置
が
会
社
制
度
白
増
大
に
は
た
し
た
役
割
は
す
く
な
か
ら
ぬ

も
の
が
あ
る
が
、
税
制
上
個
人
企
業
に
対
し

τ、
会
社
制
は
租
税
負
担
が
か
か
ら
在
い
と
い
う
理
由
で
、
形
式
上
会
社
組
織
を
と
づ
た

も
の
も
相
当
み
ら
れ
た
」

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

九
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明
治
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所
得
税
法
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会
社
税
務

A
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一
巻

O 

第
一
号

O 

こ
の
よ
う
に
法
人
企
業
ま
た
は
法
人
成
り
し
た
実
質
的
個
人
企
業
に
た
い
し
て
は
課
税
は
注
さ
れ
↓
な
か
っ
た
が
、
個
人
企
業
(
農
家
も

含
む
U

の
「
所
得
ハ
左
ノ
定
則
一
一
拠
テ
算
出
」
さ
れ
、

課
税
さ
れ
た
。
す
在
わ
ち
「
資
鹿
又
ハ
営
業
其
他
ヨ
リ
生
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
種
類

日一応
γ
収
入
金
高
若
ク
ハ
収
入
物
品
代
価
中
ヨ
リ
国
税
、
地
方
税
、
区
町
村
費
、
備
荒
蓄
金
、
製
造
品
ノ
原
質
物
代
価
〔
原
料
品
の
代
価
〕
、

種
代
、
肥
料
、
営
利
事
業
-
一
属
ス
ル
場
所
物
件
ノ
借
入
料
、
修
繕
料
、
雇
人
給
料
、
負
債
ノ
利
子
及
雑
費
ヲ
除
キ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
所

得
ト
ス
」
(
第
二
条
第
二
項
)
「
第
二
項
ノ
所
得
ハ
前
三
箇
年
間
所
得
平
均
高
ヲ
以
テ
算
出
ス
可
γ
但
所
得
収
入
以
来
未
タ
三
年
ニ
満
タ

サ
ル
モ
ノ
ハ
月
額
平
均
其
平
均
ヲ
得
難
キ
モ
ノ
ハ
他
ニ
比
準
ヲ
取
リ
テ
算
出
ス
可
ハ
」

(
第
一
一
条
第
三
項
)

己
の
規
定
に
お
い
て
収
入

金
ま
た
は
収
入
物
品
代
価
か
ら
控
除
す
る
項
目
は
例
示
さ
れ
た
も
の
で
は
左
〈
、
制
限
的
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

そ
己
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
減
価
償
却
費
は
控
除
を
認
め
ら
れ
た
か
っ
た
、
と
い
う
解
釈
が
成
立
す
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
明
治
二

O
午
所
得
税
法
に
規
定
さ
れ
た
個
人
企
業
の
所
得
「
算
出
」
法
は
(
ま
た
明
治
三
二
年
所
得
税
法
に
お
け
る
個
人

企
業
所
得
「
草
定
」
法
主
、
減
価
償
却
費
(
ま
た
は
回
定
資
産
評
価
損
)
を
控
除
畏
目
か

b
除
外
し
た
良
に
お
い
て
、
明
治
七
年
-
一
月
二

九
日
に
法
律
顧
問

K
・ル
1
ド
ル
フ
(
同

同

E
O民
〉
が
参
議
伊
藤
博
文
に
提
出
し
た
「
収
入
税
法
律
案
」
に
お
け
る
個
人
企
業
の
所

得
「
算
定
」
法
1

|
「
商
業
、
工
業
或
ハ
其
他
ノ
収
利
営
業
〔
自
由
業
な
ど
〕
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
ハ
営
業
三
年
以
上
引
続
キ
タ
ル
ト
キ
ハ

前
三
一
ヶ
年
ノ
平
均
寸
前
ニ
拠
リ
収
入
税
ヲ
算
定
見
へ
ジ
其
中
建
物
及
営
業
用
具
ノ
割
引
(
建
物
等
使
用
ニ
由
リ
年
々
其
価
ヲ
減
ス
ル
ヲ
以

テ
其
割
合
-
一
準
ジ
原
価
ヨ
リ
割
引
ス
ル
ヲ
云
フ
〕
其
他
営
業
ノ
為
メ
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
引
去
ル
へ
ジ
但
納
税
義
務
者
ノ
家
計
ニ
関
ス
ル

費
用
或
ハ
業
務
ノ
拡
張
改
良
等
一
一
関
ス
ル
出
費
ハ
引
去
ル
ヲ
得
ス
リ
(
第
一
王
八
条
第
二
項
、
傍
点
高
寺
」
ー
ー
よ
り
も
後
退
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
者
よ
ろ
。
し
か
し
、
ル

l
ド
ル
フ
が
提
出
し
た
収
入
税
法
律
案
は
、
い
わ
ゆ
る
収
支
計
算
か
ら
出
発
し
、
収
入
か

ら
控
除
し
う
る
も
の
検
建
物
お
よ
び
器
具
の
減
価
償
却
平
こ
れ
ま
で
の
規
模
で
企
業
を
継
続
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
支
出
に
か
ぎ
っ

τ



い
た
一
八
五
一
年
〔
一
人
七
三
年
改
正
)
臼
プ
ロ

γ
ヤ
所
得
税
法
に
ギ
っ
た
も
の
で
あ
り
、

わ
が
国
に
お
け
る
当
時
の
企
業
会
計
を
反
映

し
た
も
白
で
は
た
か
っ
た
。

P
が
固
k
h
d
h
v
τ

減
価
償
却
が
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
た
の
は
、
収
入
税
法
律
案
が
ル

1
ド
ル
フ
に
よ
り
提

出
さ
れ
古
か
ら
約
七
カ
月
後
D
東
京
第
一
国
立
銀
行
語
よ
ぴ
新
潟
第
四
国
立
銀
行
明
治
八
年
上
半
季
決
算
に
わ
い
て
で
あ
っ
か
。
そ
し

て
、
モ
の
後
十
年
く

b
い
の
間
に
減
価
償
却
実
務
は
多
く
の
銀
行
会
社
に
沿
い
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
個
人
企
業
に
お
い

て
は
収
支
計
算
か

b
ぬ
け
だ
し
て
、
減
価
償
却
を
治
こ
な
う
も
の
は
ほ
と
ん
じ
」
な
か
づ
た
。

と
こ
ろ
で
、
個
人
船
主
達
に
よ
っ
て
帆
船
白
「
船
価
償
却
費
が
明
確
に
計
上
・
控
除
さ
れ
て
い
る
」
計
算
書
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
明

治
一

0
年
代
後
半
以
降
、
日
本
郵
船
主
中
心
と
す
る
蒸
汽
船
の
侵
略
が
次
第
に
北
前
帆
船
〔
北
海
道
・
北
陸
か
ら
馬
関
を
経
て
兵
庫
・
大
阪

の
活
動
基
盤
白
土
に
ま
で
伸
び
、

を
結
ぶ
不
定
期
船
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
個
人
船
主
〕

治
よ
ん
で
」
「
そ
臼
対
応
策
と
し
て
、

彼
等
D
前
途
が
重
大
な
不
安
に
さ

b
さ
れ
る
に

〔
明
治
ニ

O
年
三
月
二

O
日
に
〕
石
川
・
福
井
・
滋
賀
3
県
下
北
前
船
主
が
「
北
陸
親
議
会
」
な
る

自
衛
組
織
を
結
成
し
た
と
空
に
〔
く
わ
し
く
は
結
成
後
明
治
二

O
年
五
月
に
〕
、
同
会
決
議
止
し
て
承
訳
さ
れ
た
「
所
伺
税
下
調
」
た
る
記

録
で
あ
っ
て
、
一
、

0
0
0石
積
大
和
型
帆
船
〔
一
聾
の
建
造
費
一
、

C
C
O
R
〕
の
北
前
一
航
海
収
支
一
計
算
に
外
た
ら
た
い
。
L

モ
し

て
、
モ
己
で
は
自
己
運
送
に
よ
る
商
品
売
買
利
益
一
、

0
0
0円
か
ら
「
金
壱
百
弐
拾
円
也
」
の
「
船
体
創
業
費
鈎
却
金
(
利
益
壱
割
二

分
戸
当
ル
〉
」
す
た
わ
ち
船
価
償
却
費
が
「
営
業
雑
費
」
よ
り
も
先
に
控
除
さ
れ
て
い
る
。

親
義
会
議
定
書

所
得
税
下
調

一
、
日
本
形
廿
四
反
帆
船

高
船
頭
外
十
一
名
乗

但
本
艦
札
壱
千
石
積
ヲ
云
プ
、
尚
此
石
数
回
一
則
リ
ム
モ
千
石
ノ
北
海
産
ヲ
積
ム
ヲ
例
ト
ス

以
上
石
数
ニ
応
ジ
テ
算
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
企
計

第
九
十
一
巻

第
一
号



計
算
書
左 明

治
三
十
三
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

一
、
士
宮
苗
宜
拾
円
也

(
下
り
)
甲
漕
ヨ
リ
乙
港
潰
降
ノ
雑
品
ヲ
売
買
月
片
平
均
利
益
ナ
リ

一
、
八
百
五
拾
円
也

合
計
金
を
千
円
也

(
登
リ
)
乙
港
ヨ
リ
甲
搭
漬
登
り
売
買
ス
ル
利
益
ナ
リ

右
之
内

て
金
壱
百
弐
拾
円
也

て
金
五
百
九
拾
五
円
五
十
七
銭
五
厘

比
内
訳一

、
弐
姶
円
庖

て
参
円
也

一
、
拾
六
円
五
拾
銭

一
、
六
拾
円
也

一、

λ
拾
円
也

一
、
百
弐
拾
円
也

一
、
百
円
也

て
七
捨
五
円
也

一
、
百
四
拾
壱
円

O
J〕
銭
五
犀

船
体
創
業
費
鋪
却
金
(
利
益
金
壱
割
三
分
ュ
当
ル
〕

営
業
雑
費
合
計
金

本
鑑
札
表
国
税
金

般
頭
給
料

水
夫
十
一
名
給
料
、

一
人
壱
円
主
拾
銭
宛

カ
マ
ド
入
費
ム
F
汁

船
長
会
計
交
際
費

八
道
具
費
金

営

繕

費

諸

革推

費

水
先
乗
組
十
弐
名
二
百
八
十
五
日
一
人
一
目
白
米
七
合
五
勺
宛
比
石
廿
五
右
六
斗
五
升
、
壱
石
五
円
五
拾
銭

平
均

第
一
号



口
〆

じ
百
拾
五
円
五
拾
七
銭
五
厘

葬
引
此
純
益
金

弐
百
八
拾
四
円
四
拾
弐
銭
五
厘

右
の
計
算
書
は
、

「
所
得
税
下
調
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
己
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
各
北
前
船
主
が
明
治
二

O
年
七
月
一
日
に
施

「
其
年
所
得
ノ
予
算
金
高
」

「
七
月
三
十
一
日
マ
テ
ユ
」

届
出
る
己

ιに
た
っ
℃
い
た

前

行
さ
れ
る
所
得
税
法
に
し
た
が
い
同
年

届
出
に
先
立
っ
て
同
年
五
月
に
会
員

船
主
が
集
り
、
算
定
基
準
と
し
℃
承
一
認
し
た
「
一
船
一
航
海
標
準
損
益
計
算
書
」
で
あ
る
。
と
の
場
合
、
北
前
船
主
が
「
一
船
一
航
海

三
箇
年
間
所
得
平
均
高
〕
が
ま
ち
ま
ち
の
算
定
基
準
に
よ
っ
℃
算
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

損
益
計
算
制
度
」
(
。
号
l

岳
唱
。

51〈
O
可
お
巾
若
拝
。
自
己

2
2
5
Eロ
ミ
)
を
採
用
し
て
い
た
白
で
、
モ
れ
に
し
た
が
い
標
準
損
益

が
計
算
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
実
際
は
期
間
損
益
計
算
を
し
な
が
ら
、

ざ
と
そ
う
し
た
の
か
、
い
ず
れ
と
も
判
定
し
が
た
い
が
、
右
に
か
か
げ
た
計
算
書
は
あ
く
ま
で
課
税
所
得
算
出
用
白
標
準
損
益
計
算
で

あ
る
か

b
、
モ
己
に
減
価
償
却
が
計
上
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
実
際
の
損
益
計
算
に
沿
い
て
減
価
償
却
費
が
控
除
さ
れ
て
い

た
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
左
い
。
お
モ

b
く
実
際
の
損
益
計
算
に
沿
い
て
は
、
モ
れ
が
一
船
一
航
海
計
算
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
期

一
船
一
航
海
白
標
準
損
益
を
示
し
た
方
が
便
利
左
白
で
、
わ

間
計
算
で
あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
と

L
τ
、
減
価
償
却
を
し
て
い
左
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
怠
d
h叫
b
、
個
人
の
資
力
で
も
っ
て
自
己

還
送
に
従
事
し
て
い
た
北
前
船
主
は
(
会
社
形
態
を
と
っ
た
企
業
の
上
う
に
利
益
分
配
四
た
め
白
計
算
を
す
る
品
要
は
な
か
ワ
た
か
ら
)
減
何
償

却
を
無
視
し
て
、
収
支
計
算
だ
け
を
や
っ

τい
て
も
、
な
ん
ら
不
都
合
は
生
ザ
ず
、
モ
れ
で
会
計
管
理
は
充
分
に
た
し
え
た
か

b
で
あ

る
。
た
だ
し
、
課
税
所
得
算
出
白
場
合
に
減
価
償
却
を
無
視
す
る
と
、
明
ら
か
に
不
利
と
な
る
の
で
、
さ
き
に
か
か
げ
た
「
所
得
税
下

調」

k
b
w
て
は
収
支
計
算
に
特
に
減
価
償
却
を
加
味
し
た
白
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か

b
、
彼
等
が
「
其
年
所
得
ノ
予
算
金
高
及
種

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

揖

号

~ 



明
治
官
一
十
二
年
所
得
税
法
し
乙
去
社
税
務
会
司

第
九
十
一
巻

四

第

号

四

類
」
を
「
届
出
」
る
に
あ
た
っ
て
、

「
所
得
税
下
調
」
に
お
い
て
特
に
減
価
償
却
費
を
控
除
し
て
い
た
己
と
を
忘
れ
、
修
繕
費
支
出
の

方
だ
け
を
控
除
し

τ
い
た
と
じ
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
北
前
船
主
と
し
て
「
世
上
最
も
高
名
の
」
「
広
海

三
一
一
一
郎
が
明
治
幻
年
4
月
石
川
県
江
沼
郡
長
犬
塚
志
良
宛
に
提
出
せ
る
「
所
得
余
高
届
」
白
也
」
を
み
℃
み
る
と
、
そ
こ
で
は
「
四
千

本
船
及
附
属
品
修
繕
費
ト
は
控
除
項
目
に
入
っ
て
h
る
が
、
「
所
有
船
拾
般
L
D
減
価
償
却
費
は
計
上
さ
れ
て
い

五
百
捨
円
八
十
一
銭

た
い
。
ま
た
、

〔
明
治
刀
年
ゐ
よ
び
幻
年
4
月
末
の
広
海
家
「
所
得
金
高
届
」

〔
明
治
二
二
年
の
は
大
阪
西
区
長
宛
、
二
三
年
の
は
大
阪
府
知

事
宛
山
に
沿
い

τ他
の
諸
所
得
(
収
入
と
経
費
と
を
併
記
す
る
帆
船
所
得
が
中
心
を
在
す
が
)
か

b
明
確
に
区
別
し
て
一
市
さ
れ
る

陸
丸
」
〔
明
治
一
ご
年
六
月
に
他
人
運
送
を
目
的
と
し
て
購
入
し
、
神
戸
・
東
京
間
の
表
日
本
航
路
に
就
航
し
た
恭
汽
船
〕
の
収
支
」
計
算
に
お
い
て 北

も
、
同
様
に
減
価
償
却
費
は
控
除
さ
れ

τ
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
右
白
ょ
う
た
「
所
得
金
高
届
」
が
提
出
古
れ
た
わ
け
は
明
治
二
。
年
所
得
税
法
の
課
税
所
得
算
出
規
定
に
求
め
た
方
が

よ
加
と
い
わ
れ
る
万
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
広
海
二
三
郎
白
い
と
た
ん
だ
個
人
企
業
の
会
計
で
は
治
そ
ら
く
減
価
償
却
費
は
ま

だ
計
上
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
収
支
計
算
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
に
相
違
な
円
か

b
ミ
か
か
る
背
景
か
ら
L
て
減
価
償
却
費
を
認
め
な
い

所
得
税
法
の
所
得
算
出
規
定

r
た
悼
し
な
ん
ら
の
抵
抗
を
一
市
す
乙
と
社
〈
、
そ
れ
を
無
条
件
で
受
入
れ
た
の
だ
、
と
考
え
る
方
が
筋
が

通
っ

τい
る
。

以
上
考
察
し
た
上
う

r、
わ
が
国
最
初
の
所
得
税
法
が
制
定
さ
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
伺
人
企
業
む
会
計
は
ま
だ
収
支
計
算
の
段

階
忙
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
に
相
応
し
た
体
系
を
も
っ
て
税
務
会
計
も
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
、
両
者
の
聞
に
こ
れ
と
い
う
食

違
M
V
D
生
ず
る
余
地
は
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。
税
務
会
計
を
め
ぐ
る
企
業
と
税
務
当
局
の
宿
命
的
対
立
が
は
じ
ま
る
の
は
、
明
治
一
一
一
一
一

年
に
い
た
り

J

所
得
課
税
の
対
象
が
倒
人
か
ら
決
人
へ
と
拡
張
さ
れ
る
時
に
ま
で
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



ω
『
明
治
問
政
史
』
賠
六
巻
、
明
治
三
七
年
、
一
二
頁
。

川
叫
若
槻
札
枕
郎
『
現
行
租
税
法
論
」
(
和
仏
法
律
学
校
N
H
現
法
政
大
学
・
明
治
コ
一
ゴ
一
年
度
講
義
嗣
〕
、
二
五
二
頁
。

ω
高
橋
誠
「
初
期
所
得
税
制
の
形
成
と
構
造
|
日
本
所
得
税
制
直
前
そ
の
こ
経
済
士
山
林
、
昭
和
三
三
年
一
月
号
、
七
一

l
七
二
頁
。

ω
『
明
治
財
政
史
』
第
六
巻
、
二
三
頁
。

例
明
治
三
二
年
所
得
税
法
は
個
人
所
得
す
な
わ
ち
「
第
三
種
ノ
所
得
ハ
総
収
入
金
額
ヨ
り
必
要
ノ
経
費
ヲ
控
除
シ
タ
ル
予
算
額
一
-
依
ル
」
(
第
四
条

第
一
項
第
三
号
〉
そ
し
て
「
総
収
入
金
ヨ
り
時
除
ス
可
キ
そ
ノ
ハ
種
苗
蚕
種
肥
料
ノ
購
買
費
家
帯
其
他
ノ
飼
養
料
仕
入
品
ノ
原
価
原
料
品
ノ
代
価
場

所
勅
件
ノ
悟
繕
費
其
借
入
料
物
件
文
ハ
業
務
ニ
係
ル
公
開
雇
人
ノ
給
料
其
他
共
収
入
ヲ
得
ル
エ
必
要
ナ
ル
経
費
一
一
限
ル
但
ジ
家
事
上
ノ
費
用
及
之
ト

関
聯
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
控
除
セ
ス
」
(
所
得
税
倍
施
行
規
則
第
一
条
〕
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
り
場
合
「
収
入
ヲ
得
ル
ニ
必
要
ナ
ル
経
担
」
に
は
減
価

償
却
費
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
解
釈
で
き
ぞ
う
だ
が
、
当
時
も
っ
と
も
権
威
の
あ
っ
た
税
法
解
説
書
に
よ
る
と
、
「
法
律
円
総
益
金
ト
言
ハ
ス
シ
テ
総

収
入
金
額
ト
言
乙
タ
ル
ヲ
以
テ
現
一
ニ
収
入
シ
タ
ル
又
ハ
将
来
収
入
ス
へ
キ
金
祖
ノ
ミ
ヲ
指
称
ス
ル
モ
〆
ト
謂
ハ
サ
ル
へ
ず
カ
ラ
ス
随
テ
財
産
ノ
増
価
ヨ

り
生
ス
ル
差
益
ノ
如
キ
ハ
ー
ヱ
一
一
合
マ
ス
又
総
損
金
ト
一
旨
ハ
ス
シ
テ
経
費
ト
言
ヒ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
現
ニ
支
出
シ
タ
ル
又
ハ
将
来
支
出
ス
へ
キ
金
額
ノ

意
義
ユ
僻
セ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
故
ニ
財
産
ノ
減
価
ヨ
り
生
ス
ル
差
損
ノ
加
キ
ρ

之
ヲ
包
含
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
(
若
槻
、
前
掲
書
、
三
九
三
氏
、
傍
白
吊

l

高
寺
)
と
、
減
価
償
却
費
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
上
、
固
定
資
庄
評
価
損
(
減
価
償
却
脅
し
な
い
場
合
に
お
け
る
前
期
木
時
価
と
当
期
末
時
仰
と
の
差
額
〕

も
控
除
項
目
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
@

汐
見
三
郎
、
佐
伯
玄
洞
、
柏
井
象
雄
、
伊
藤
武
安
『
各
国
所
得
税
制
論
』
昭
和
九
年
、
二
五
二
買

0

5
可
白
岡
¢
ロ
。
国
mw岡
山

f

b
柏
町
同
$
目
立
」
宗
忠
良
S
町
民

E
R刊
号
ミ
宮
、
v
m
a
国
民
&
S
N高
q
p
?
回
ι

H

H

印
庁
内

d
o
H同
iOAUVAF
一
石
日
目
、
印
]
戸
J
1

∞
出

荷
寺
貞
回
目
「
明
治
前
期
の
国
立
銀
行
に
お
け
る
減
価
償
却
」
経
済
前
龍
、
阿
和
三
六
年
一
口
月
号
、
一
一
月
号
、
参
照
。

佐
々
木
誠
治
『
日
本
海
運
業
の
近
代
化
』
昭
和
三
六
年
、
六
=
一

E
。

前
掲
書
、
一
六
九
頁
。

前
掲
害
、
六
三
頁
。

前
掲
書
、
六
三

l
六
四
頁
。

「
税
金
ヲ
拙
ム
可
宅
所
得
ア
ル
者
ハ
其
年
所
得
ノ
予
草
金
高
且
種
類
ヲ
記
シ
毎
年
四
月
三
十
日
マ
テ
ヱ
居
住
地
ノ
戸
長
ヲ
経
テ
都
区
長
ニ
届
出
へ

ωゅ附(lcj(9) (8) (7) (6) 

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

第
一
号

五

五



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

プミ

第

ロ
勺

フミ

シ
」
(
第
六
条
」
た
だ
し
「
本
年
-
一
限
リ
七
月
一
二
十
一
日
マ
テ
ュ
差
出
ス
へ
シ
」

ω
佐
々
木
、
前
掲
否
、
六
五

l
六
六
頁
。

H
W

前
掲
害
、
二

O
六

二

O
七
頁

u

(
所
得
税
法
附
則
)

す
で
に
白
"
へ
た
よ
う
に
「
所
得
税
法
制
定
ノ
当
時
一
一
於
テ
〈
法
人
ナ
ル
観
念
ハ
未
タ
一
般
ヱ
了
得
セ
ラ
V

サ
リ
シ
カ
故
ニ
該
法
〈
法

人
一
一
課
税
凡
ル
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
サ
リ
シ
ト
雄
モ
爾
後
社
会
ノ
発
達
ト
共
ニ
商
事
会
社
ノ
勃
興
ヲ
促
ジ
商
法
民
法
ノ
実
施
一
一
依
リ
法
人
ナ

ル
モ
ノ
葱
一
ご
法
律
上
ノ
承
認
ヲ
得
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
之
一
一
課
税
セ
サ
ル
ハ
法
ノ
衡
平
ヲ
維
持
ス
ル
所
以
エ
プ
ラ
ス
特
一
一
法
人
-
一
課
税
セ
サ

ル
ノ
結
果
ハ
箇
人
ヲ
ジ
テ
依
リ
テ
以
テ
所
得
税
ノ
賦
課
ヲ
免
ル
ル
ヲ
得
セ
ジ
ム
ル
一
一
一
至
ル
ヲ
免
レ
サ
ル
ヲ
以
テ
所
得
税
-
一
因
リ
収
入
ヲ

得
Y

下
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
カ
為
メ
三
モ
亦
法
人
一
一
課
税
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
見
ル
」
に
H
た
り
、
「
明
治
三
十
二
年
〔
二
月
一

C
日
〕
法

律
第
十
七
号
ヲ
以
テ
所
得
税
法
全
部
ノ
改
正
ヲ
為

ν
」
た
。
己
の
改
正
に
お
W
て
「
法
人
ノ
所
得
」
は
「
第
一
種
ノ
所
得
」
と
し
て
あ

b
た
に
課
税
さ
れ
る
ζ

と
に
な
ワ
た
が
、
株
式
・
公
社
債
投
資
を
促
進
す
る
た
め
「
所
得
税
ヲ
課
セ
ヲ
レ
タ
ル
法
人
ヨ
リ
受
グ
ル
阻
当

金
ヲ
課
税
外
ニ
置
色
、
公
債
社
債
か

b
の
利
子
収
入
(
第
二
種
ノ
所
得
)
を
法
人
所
得
ゐ
よ
び
個
人
所
得
(
第
三
種
ノ
所
得
)
か
ら
分
離

し

τ
(刺
干
が
支
払
わ
れ
る
際
に
源
泉
に
お
い
て
)
低
率
の
課
税
を
す
る
己
と
と
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
三
二
年
所
得
税
法
は
法
人
所
得
白
「
算
定
」
法
に
つ
い
て
「
第
一
種
ノ
所
得
ハ
各
事
業
年
度
総
益
金
ヨ
リ
同
年
度

総
損
金
ヲ
控
除
シ
タ
ル
手
ノ
ニ
依
ル
」

(
第
四
条
第
一
項
第
一
号
)
と
い
う
新
し
い
規
定
を
設
け
(
た

ι
L、
「
前
唄
第
一
号
ノ
場
合
ユ
於
テ
益

金
中

所
得
税
ヲ
課
セ
ラ
レ
タ
ル
法
人
ヨ
リ
受
ケ
タ
ル
配
当
金
及

支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
公
債
社
債
ノ
利
子
ア
ル
ト
や
ハ
之
ヲ
控
除
ス
」

(
第
四
品
第

二
項
)
る
こ
と
と
し
)
、
さ
ら
に
大
蔵
大
臣
は
各
税
務
管
理
局
に
た
い
し
「
所
得
税
法
施
行
上
取
扱
方
心
得
」
と
し
て
「
第
一
種
ノ
所
得
ヲ



算
出
ス
ル
ト
キ
(
純
益
金
ヨ
リ
前
年
度
繰
越
金
ヲ
控
除
九
ル
ハ
前
年
所
得
税
ヲ
課
税
セ
ラ
V

タ
ル
ぞ
ノ
一
一
再
ヒ
所
得
税
ヲ
課
セ
サ
ル
ノ

旨
趣
ニ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
前
年
度
ニ
於
ケ
ル
益
金
中
-
一
包
含
セ
ラ

ν
サ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
控
除
ス
ル
ニ
及
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
九
」

(
明
治
三
二
年
四
月
一
日
大
議
省
内
訓
秘
第
三
二
六
号
第
一
条
〕
と
訓
令
し
た
。
し
た
が
っ
て
「
法
人
ニ
在
リ
テ
ハ
各
事
業
年
度
ノ
総
益
金
中

所
得
税
法
一
一
依
リ
所
得
税
ヲ
課
セ
ヲ
V

タ
ル
法
人
ヨ
リ
受
ケ
タ
ル
配
当
金
及
ヒ
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
公
債
社
債
ノ
利
子
ヲ
除
キ
タ
ル

毛
ノ
ヨ
リ
其
年
度
ノ
総
損
金
及
ヒ
前
年
度
繰
越
金
ヲ
控
除
ジ
タ
ル
毛
ノ
ヲ
以
テ
其
所
得
ト
為
ス
へ
キ
モ
ノ

h
」
(
傍
点
甫
寺
)
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
肝
心
心
「
総
益
金
・
総
損
金
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
か
、
所
得
税
法
に
は
左
ん
b
の
規
定
も
な

「
会
社
ノ
損
益
計
算
中
-
一
於
テ
往
々
見
ル
所
ノ
役
員
賞
与
金
及
ヒ
器
械
、
建
物
、
船
舶
等
ノ
償
却
金
ナ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ

め

〔
損
金
と
し
て
益
金
中
よ
り
]
控
除
ス
へ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
一
一
関
γ
テ
世
間
種
種
ノ
論
議
」
を
か
わ
し
、
「
共
事
業
年
度
ノ
所
得
一
一
対

ス
ル
所
得
税
ハ
之
ヲ
其
年
度
ノ
損
金
ト
V

テ
益
金
巾
ヨ
リ
控
除
只
〈
キ
ヤ
否
ヤ
ニ
付
テ
毛
亦
世
間
三
議
4

時
間
」
が
お
と
っ
た
。
た
と
え
ば
、

明
治
三
二
年
九
月
か

b
一
O
月
ま
で
の
「
東
京
経
済
雑
誌
」
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
東
京
経
済
雑
誌
記
者
と
森
川
鎧
太
郎

か
っ
た
た
め
、

と
白
間
に
つ
ぎ
の
よ
う
た
論
議
が
か
わ
さ
れ
て
い
た
。

「
各
法
人
は
本
年
上
半
季
に
於
け
る
損
益
計
算
書
主
編
成
し
て
税
務
署
に
届
出
で
、
政
府
は
之
士
調
査
し
て
決
定
せ
し
所
を
通
知
し

た
る
に
、
法
人
中
異
議
士
唱
ふ
る
も
の
あ
り
、
余
輩
〔
記
者
〕
は
左
に
之
主
観
察
し
て
卑
見
を
述
る
所
あ
b
ん
と
す
、

異
議
の
第
一
点
は
前
季
繰
越
損
失
、
即
ち
創
業
費
消
却
金
白
如
き
も
白
を
総
損
金
〔
総
益
金
子
〕
中
よ
り
控
除
せ
ざ
る
は
不
当
な
り
と

云
ふ
に
在
り
、
余
輩
は
此
の
異
議
の
理
由
あ
る
こ
と
を
田
山
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
何
と
な
れ
ば
創
立
費
四
損
金
た
る
や
論
を
侠
た
ず
、
唯
々

其
心
消
却
を
数
年
間
に
分
割
し
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
其
の
年
割
額
主
総
損
金
中
よ
り
控
除
す
べ
き
は
、
営
業
費
白
控
除
す

ベ
さ
と
異
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
、

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巷

士二

第
一
号

七



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
去
社
税
務
会
司

異
議
の
第
二
点
は
建
物
及
び
器
紙
代
消
却
積
立
金
を
総
損
金
中
よ
り
控
除
せ
ざ
る
は
不
当
な
担
と
謂
ふ
に
在
り
、
余
輩
は
此
の
異
議

に
は
反
対
を
表
せ
ざ
る
ベ
か

b
ず
、
何
と
な
れ
ば
此
の
積
立
金
は
保
険
責
任
準
備
金
と
梢
々
性
質
を
同
う
す
と
雌
も
、
其
年
度
に
於
て

第
九
十
一
巻

ノ¥

第
一
号

ノ1、

実
際
支
出
す
る
も
の
に
も
あ

b
ざ
れ
ば
、
之
を
以
て
損
金
た
り
と
は
見
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な

p
、

異
議
の
第
三
点
は
役
員
賞
与
金
を
総
損
金
中
よ
り
控
除
せ
ざ
る
は
不
当
な
り
と
詞
ふ
に
在
り
、
此
の
異
議
は
理
由
あ
る
も
の
と
謂
ふ

ベ
し
、
夫
れ
給
料
及
び
賞
与
金
の
如
き
は
、
法
人
の
所
得
税
を
楳
せ

b
る
L

と
、
課
せ
ら
れ
ざ
る
と
を
阿
は
ず
、
第
三
種
目
U

所
得
と
し

て
納
税
せ
ざ
る
べ
か

b
ざ
る
も
の
た
り
、
然
る
に
之
を
控
除
せ
ず
、
法
人
の
所
得
と
し
て
課
税
す
る
と
き
は
、
二
重
に
所
得
税
を
課
せ

ら
る
い
誌
に
至
る
ベ
し
、
且
疋
れ
量
正
当
た
る
解
釈
な
ら
ん
干
、

異
議
の
第
四
点
は
所
有
税
額
主
総
損
金
中
よ
り
控
除
せ
ざ
る
は
不
当
な
り
と
謂
ふ
に
在

H
、
此
白
非
難
は
本
年
上
半
季
に
在
り
て
は

不
当
た
る
を
免
が
れ
ざ
る
ぺ
し
、
何
と
な
れ
ば
木

j

年
前
半
期
目
所
得
税
額
を
納
む
る
は
、
下
半
期
に
在
る
を
以
て
、
之
を
下
半
季
白
総

損
金
中
よ
り
控
除
せ
ざ
る
と
き
は
不
当
な
り
と
雄
も
、
上
半
季
の
総
損
金
中
よ
り
佳
除
せ
ず
し
て
可
た
れ
ば
な
り
」

ハ
傍
点
国
寺
)

「
法
人
所
得
の
算
定
法
に
就
き
納
税
者
中
政
府
白
課
税
法
に
異
一
議
主
唱
ふ
る
も
白
あ
る
に
当
り
、
有
力
↓
な
る
記
者
の
志
見
を
聞
〈
を

得
た
る
は
余
〔
森
川
〕
白
大
い
に
謝
す
る
と
己
ろ
、
且
つ
其
白
多
く
は
愚
見
と
異
る
と
己
ろ
な
さ
を
喜
ぶ
も
り
ふ
な
担
、
さ
れ
ど
建
物
及

び
器
械
代
消
却
積
立
金
主
総
益
金
中
(
記
者
の
総
損
金
と
云
へ
る
は
誤
な

b
ん
)
よ

U
控
除
す
る
は
不
当
な
り
と
一
A

へ
る
記
者
の
説
に

至
り
て
は
、
余
は
全
然
之
れ
に
反
対
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
、

記
者
は
日
く
、

比
の
積
立
金
は
(
中
略
)
其
の
年
度
に
於
て
実
際
支
出
す
る
も
白
に
あ

b
ざ
れ
ば
、
之
を
以
て
損
金
な
り
と
は
見
る
守
べ
か
ら
ざ
れ
ば

な
り



とさ
れ
ど
思
へ
、
建
物
及
器
械
の
腐
朽
損
傷
す
る
平
、
著
し
く
日
に
こ
そ
見
へ
ざ
れ
、
時
々
刻
々
、
年
二
ヰ
に
腐
巧
損
傷
し
、
随
て
其
価

格
を
減
じ
行
く
も
の
在
れ
ば
、
其
の
腐
朽
損
傷
た
る
や
、
即
所
有
主
の
損
失
た
る
を
以
て
、
之
を
所
有
主
土
り
見
れ
ば
、
所
有
什
る
公

債
株
券
の
市
価
白
下
落
上
り
生
ず
る
損
失
と
一
一
宅
も
異
る
と
と
ろ
在
く
、
尚
適
切
に
之
h
を
云
え
ば
、
薪
炭
其
由
他
の
消
耗
品
よ
り
生
ず

る
損
失
と
択
ぶ
と
こ
ろ
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
干
、
古
れ
ば
此
等
の
一
積
立
金
は
記
者
の
云
ふ
如
ミ
其
の
年
度
比
於
て
実
際
之
れ
を
支
出
せ

ざ
る
に
も
社
主
、
便
宜
上
支
出
の
代
は
り
と
し
て
積
立
て
置
く
も
の
怠
れ
ば
、
之
れ
を
損
失
と
し
℃
総
益
金
中
上
り
控
除
す
る
は
、
素

よ
り
当
然
の
事
と
云
ム
ベ
し
、
記
者
以
て
如
何
と
な
引
、
」

(
傍
点
|
高
寺
)

と
こ
ろ
で
、
以
上
白
主
う
な
論
議
は
、
モ
れ
を
と
り
あ
げ
た
記
事
の
は
じ
め
に
報
道
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

「
納
税
義
務
者
政
府
ノ

通
知
山

J

タ
ル
所
得
金
高
一
一
対
シ
異
議
ア
ル
ト
キ
ハ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ
二
十
日
以
内
一
一
不
服
ノ
事
由
ヲ
具
ジ
政
府
ニ
申
出
テ
審
議

ヲ
求
ム
ル
ロ
ト
ヲ
得
」
(
第
三
十
六
条
〕
と
い
う
規
定
に
も
と
ず
さ
、
明
治
三
二
年
八
月
か

b
九
月
に
か
け
て
、
多
く
の
会
社
銀
行
が

集
団
的
に
、
特
に
紡
績
聯
合
会
所
属
の
紡
績
会
社
白
場
合
に
は
そ
の
指
令
に
し
ιん
が
い
統
一
し
て
お
己
た
っ
た
(
減
価
償
却
、
役
員
賞
与
、

前
季
繰
越
損
矢
h
T
損
金
か
ら
は
ず
し
C
所
得
金
額
を
決
定
し
た
こ
と
に
た
い
す
る
)
不
服
申
立
を
パ
グ
ク
・
ア
y

プ
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

聞
の
事
情
は
明
治
三
二
年
九
月
白
「
東
洋
経
済
新
報
」
に
載
っ
た
つ
ぎ
の
二
つ
の
記
事
を
読
め
ば
午
、
よ
り
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
各
銀
行
会
社
に
於
け
る
年
度
の
決
算
に
対
し
前
季
繰
越
損
失
建
物
及
器
械
代
消
却
金
(
積
立
金
に
非
ず
〉
役
員
賞
与
金
の
三
種
主

控
除
せ
す
し
て
所
得
税
を
賦
課
し
た
る
は
不
当
な
り
と
て
目
下
頻
り
に
運
動
中
在
る
が
今
其
反
対
理
由
を
聞
く
に
前
期
繰
越
損
失
建
物

及
器
械
代
消
却
金
役
員
賞
与
金
等
は
皆
商
法
の
規
定
に
基
き
株
主
総
会
に
於
て
認
定
官

b
る
る
も
の
な
り
若
し
比
三
種
白
も
の
に
所
得

税
士
課
す
と
ふ
さ
は
役
員
は
二
重
白
税
金
を
徴
収

f
b
る
t
A

に
至
り
到
底
不
当
た
る
を
免
れ
寸
と
云
ふ
に
あ
り
と
云
ふ
」

(
傍
点
同
寺
〕

明
治
一
二
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

九

第

号

九



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

C 

第

号

O 

「
紡
績
聯
合
会
に
℃
は
比
程
法
人
所
得
税
問
題
に
関
し
聯
合
各
紡
績
会
社
へ
宛
通
知
書
世
発
し
て
此
問
題
に
就
て
の
当
業
者
白
方
針

士
通
告
せ
り
其
要
左
の
如
し

付
器
械
及
建
物
代
償
却
金
並
に
賞
与
金
は
決
し
て
課
税
す
べ
き
も
り
に
非
ざ
る
を
以
て
万
一
税
務
署
に
於
て
是
等
士
課
税
標
準
価
格

中
に
加
入
す
る
こ
と
に
決
定
す
る
に
於
て
は
飽
迄
反
抗
す
る
こ
と

同
前
二
男
の
外
前
季
繰
越
金
(
当
季
の
み
)
を
も
加
入
す
る
の
議
あ
り
是
文
異
議
士
申
立
つ
べ
き
乙
と

目
前
季
繰
越
金
損
失
金
は
当
季
利
益
金
よ
り
差
引
く
を
至
当
と
す
る
こ
と

尚
税
務
署
よ
り
器
械
及
建
物
代
償
却
金
並
に
賞
与
金
主
加
入
せ
る
決
定
書
士
送
ら
れ
た
る
平
野
紡
績
明
治
紡
績
両
会
社
は
既
に
異
議
白

申
立
を
為
し
た
り
と
云
ふ
」

(
時
点

i
高
寺
)

そ
れ
で
は
、
以
上
自
ょ
う
在
不
服
申
出
に
た
い
し
、
そ
れ
を
審
査
す
る
た
め
陀
各
税
務
管
理
局
所
時
内
に
設
け
ら
れ
た
「
審
査
委
員

会
」
は
ど
白
ょ
う
た
決
議
を
左
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
n

ま
た
そ
れ
に
よ
り
各
税
務
管
理
局
は
ど
の
よ
う
左
決
定
を
お
己
な
ヲ
た
白
で
あ

ろ
う
か
o

乙
の
場
合
、
大
蔵
省
主
税
局
は
、
法
人
企
業
の
側
か

b
異
議
申
立
の
あ
っ
た
時
期
に
大
阪
な
b
ぴ
に
京
都
税
務
管
理
局
か
ら

そ
の
取
扱
い
方
に
つ
い
て
中
央
D
見
解
を
求
め
る
た
め
照
会
さ
れ
た
事
項
に
た
い
し
、
各
税
務
管
理
局
長
宛
主
税
局
長
通
牒
お
よ
び
主

税
局
回
報
に
よ
っ

τ、
中
央
の
見
解
を
流
し
、
会
社
税
務
会
計
が
ま
ち
ま
ち
に
な

b
な
い
よ
う
努
力
し
て
い
る
白
で
、
次
章
で
は
、
右

の
同
い
に
答
え
る
前
に
、
ま
ず
主
税
局
の
統
一
見
解
た
る
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
己
と
に
し
よ
う
。

(3) (2) (1) 

若
樹
、
前
掲
書
、
二
五
二

i
二
五
二
一
頁
。

前
掲
書
、
二
五
四
頁
。

前
掲
書
、
二
八
一
頁
。

明
治
三
二
年
所
得
税
法
が
「
此
法
律
一
一
位
リ
所
得
税
ヲ
謀
セ
ラ
レ
タ
ル
法
人
ヨ
り
受
ク
ル
配
当
金
」

(
第
五
条
第
七
号
)

「
所
得
=
ハ
所
得
税
ヲ



課
セ
ス
」
(
第
五
条
)
と
し
た
理
自
を
、
主
税
局
内
国
税
課
長
お
上
び
議
会
の
大
蔵
省
所
管
事
務
政
府
委
員
と
し
て
所
得
税
法
樟
案
の
作
成
・
議
会

通
過
お
よ
び
制
定
後
の
施
行
の
過
程
で
中
心
的
役
割
を
は
た
し
た
岩
槻
礼
次
郎
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
法
人
ナ
ル
手
ノ
ハ
箇
人
ノ
外
ユ

別
一
一
特
立
ジ
一
ア
人
格
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
フ
ル
カ
故
ニ
法
人
ニ
課
税
シ
タ
ル
後
之
ヨ
リ
配
当
ヲ
畳
ケ
タ
ル
箇
人
一
日
付
キ
更
ニ
所
得
税
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ハ
理

論
上
之
ヲ
以
テ
重
檀
ノ
課
税
ト
謂
プ
コ
ト
ヲ
得
ス
然

ν
ト
ザ
セ
元
来
箇
人
相
集
リ
テ
営
利
ヲ
目
的
ト
ス
法
人
ヲ
設
立
ス
ル
ρ

之
一
一
位
リ
テ
利
益
ヲ
得
ン

ト
ス
ル
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
怯
人
ノ
利
益
即
チ
其
所
得
一
一
課
税
ス
ル
ハ
間
接
一
一
箇
人
ノ
利
益
一
-
課
税
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
法
人
ノ
利
益
ヲ
分
配
ス
ル
一
一

当
リ
テ
其
配
当
金
品
付
キ
更
-
一
箇
人
目
一
課
税
ス
ル
ト
キ
ハ
同
一
ノ
利
益
-
一
付
キ
再
度
ノ
課
税
ヲ
受
ク
ル
カ
如
キ
感
想
ヲ
懐
タ
円
人
情
ノ
免
レ
サ
ル
所

ナ
リ
旧
所
得
税
法
一
於
テ
ρ

法
人
ニ
ハ
全
ク
所
得
税
ヲ
諜
セ
サ
リ
シ
ニ
現
行
所
得
税
法
カ
之
ヲ
改
正
シ
テ
法
人
ニ
モ
所
得
税
ヲ
課
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
為

シ
タ
ル
ハ
既
一
一
課
税
ノ
楕
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
然
ル
ニ
尚
小
其
怯
人
ヨ
り
受
ケ
タ
ル
配
当
金
一
一
付
テ
モ
亦
箇
人
一
一
所
得
税
ヲ
諒
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
セ

円
改
正
所
得
税
法
ノ
増
課
ハ
柏
ヤ
急
逮
タ
ル
ヲ
免
レ
ザ
ル
へ
シ
是

ν
法
律
カ
所
得
税
ヲ
課
セ
ラ

ν
タ
ル
法
人
ヨ
リ
受
タ
ル
配
当
金
ヲ
課
税
外
一
一
置
キ

以
テ
法
律
改
正
ノ
経
過
ヲ
緩
和
シ
タ
ル
所
以
ナ
リ
」
(
前
掲
書
、
=
入
。
|
二
八
一
頁
)
つ
ま
り
、
理
論
卜
建
前
と
し
て
法
人
実
在
説

(
E
t
q

F
2
4
)
を
と
り
な
が
ら
、
租
税
政
策
上
(
株
式
投
資
促
進
む
た
め
)
怯
人
擬
制
説
(
骨
C
O
ロ

F
0
0
4
)
に
傾
き
、
二
重
一
謀
説
を
避
け
よ
う
と
し

て
配
当
所
得
を
非
課
税
と
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

ω
公
社
債
利
子
収
入
を
分
離
源
底
抗
議
税
と
し
た
つ
理
由
ハ
、
法
人
ノ
所
得
一
一
附
イ
テ
既
一
一
課
税
ヲ
シ
テ
本
一
万
デ
課
税
九
ル
ト
一
今
コ
ト
ニ
ナ
ル

U

よ
円
、
株
券
ノ
所
令
者
三
対
シ
テ
課
ス
ル

1
同
ジ
夕
、
公
債
社
債
ノ
利
ヲ
持
ヴ
テ
居
ル
人
毛
矢
張
仕
払
プ
所
デ
、
課
税
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
宜
シ
イ

ノ
デ
ア
ル
、
」
(
政
府
委
員
若
欄
礼
次
郎
の
答
弁
「
第
十
三
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
一
記
鋸
」
第
二
二
号
、
官
報
〔
号
外
〕
、
明
治
三
二
年
二
月
一

日
、
ニ
七
三
頁
)
ま
た
、
こ
う
す
れ
ば
、
「
公
債
カ
無
記
名
タ
ル
カ
故
一
一
、
先
ヅ
自
分
ノ
所
得
L
P

シ
テ
刺
子
ヲ
書
問
ザ
ズ
致
シ
ア
居
ル
ト
云
フ
結
果

ぷ
生
ジ
」
(
衆
議
院
議
員
星
享
の
発
言
、
前
掲
官
報
、
二
七
ニ
頁
)
な
い
よ
う
に
し
て
、
脱
税
も
防
ぐ
こ
と
も
で
き
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
当
時
問
題
と
な
っ
て
い
十
よ
う
に
、
分
離
し
て
「
公
債
社
債
ト
云
フ
そ
ノ
ニ
千
分
ノ
三
十
ヲ
課
ス
ト
、
他
ノ
所
得
税
ハ
=
一
百
円
三
満
タ
ナ
イ
そ

ノ
ハ
車
ラ
ナ
イ
ト
ナ
ッ
テ
居
ル
ニ
モ
拘
ラ
ス
此
公
債
社
債
ニ
限
ザ
テ
ハ
縦
令
主
十
円
百
円
ノ
一
枚
ヲ
所
有
ス
ル
ぞ
ノ
モ
之
ヲ
徴
収
ス
ル
」
結
果

と
な
り
、
僅
少
の
軍
事
「
公
債
社
債
ヲ
持
γ

テ
居
ル
者
↑
二
月
ッ
テ
、
非
常
一
一
〔
税
が
〕
重
グ
ナ
ル
」
が
、
そ
の
反
面
、
多
額
の
公
債
社
債
「
ヲ
持
す

す
居
パ
者
[
に
〕
で
:
:
非
常
ニ
税
額
ヲ
軽
ク
」
し
、
ひ
い
て
は
「
公
債
社
債
ノ
価
格
一
一
一
良
い
〕
影
響
ヲ
及
ス
」
(
衆
議
院
議
員
滝
口
帰
一
の
尭

言
、
前
掲
官
報
、
二
七
二
、
一
七
三
頁
)
こ
と
に
な
る
か
ら
、
刺

T
所
得
自
分
離
課
税
は

1

明
治
政
府
の
公
債
政
策
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
た

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

第

号



明
治
三
十
三
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

第
一
号

と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
と
く
に
日
情
聴
争
の
戦
裂
の
調
達
の
た
め
に
政
府
は
一
憶
を
こ
え
る
当
時
と
し
て
匡
額
の
公
慣
を
発
行
し
、
こ
れ
を
各

担
行
や
「
賢
点
家
」
「
資
産
家
」
白
「
雪
国
心
」
に
訴
え
て
応
募
せ
し
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
旧
封
建
領
芳
、
フ
ル
ジ
翠
ア
》

1
、
政
府
高
官
な

rは
、
従
来
か
ら
所
有
し
て
い
た
金
禄
な
ど
に
く
わ
え
亡
高
額
の
公
債
の
所
有
者
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
戦
捷
経
営
む
た
め
財
政
の
膨
脹
は
さ
ら
巳

公
債
白
増
発
の
傾
舟
を
み
せ
た
た
め
、
公
伝
価
格
を
低
下
さ
せ
る
傾
向
を
生
じ

t
o
そ
こ
で
政
府
は
士
債
発
行
を
容
晶
に
し
公
債
価
格
白
維
持
を
つ

う
じ
て
、
多
額
の
公
債
所
有
者
に
対
し
て
前
記
の
よ
う
に
税
制
上
で
多
額
公
債
所
有
を
優
遇
す
る
ミ
と
に
よ
っ
て
、
公
債
価
格
白
安
定
を
は
か
る
と

と
も
に
、
す
す
ん
で
彼
等
り
公
債
投
資
を
奨
励
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
(
高
橋
誠
「
明
治
佳
期
の
所
得
税
制
|
|
日
本
所
得
税
制
史
論
モ
心

二
」
経
済
志
林
、
昭
和
三
四
年
一
月
号
、
一

O
一
買
)

ω
『
明
治
財
政
史
』
第
六
巻
、
一
四
頁
。

川
明
前
掲
書
、
二
五
二
六
頁
。

の
若
槻
、
前
掲
書
、
二
八
二
頁
“

制
前
掲
書
、
-
一
八
四
頁
。
川
間
前
掲
書
、
二
八
六
頁
。

M
W

「
其
法
人
一
一
シ
テ
保
険
事
業
ヲ
営
ム
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
総
損
金
及
ヒ
前
午
度
繰
越
金
ノ
外
尚
保
険
責
任
準
備
金
ヲ
モ
控
除
ス
ヘ
キ
そ
ノ
ナ
り
」
(
前

損
害
、
二
八
一
頁
〉
こ
の
よ
う
に
「
保
険
会
左
ニ
在
り
テ
特
エ
宜
保
準
備
金
ヲ
課
税
標
準
外
ニ
置
キ
タ
ル
ハ
責
任
準
備
金
ナ
ル
モ
ノ
ハ
保
険
事
業
ノ

理
論
上
将
来
発
生
九
へ
キ
推
定
ア
ル
危
険
ェ
対
ス
ル
準
備
金
ナ
ル
カ
故
一
一
未
タ
之
ヲ
以
テ
会
社
ノ
利
益
ト
為
リ
タ
ル
金
額
ナ
リ
ト
調
フ
コ
ト
能
ハ
サ

ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
(
前
掲
書
、
二
八
四
頁
)

ω
「
法
人
所
得
の
算
定
法
」
東
京
経
済
雑
誌
、
九
九
五
号
、
明
治
三
二
年
九
月
九
日
、
五
四
回
買
@

M
W

森
川
錨
太
即
「
法
人
所
得
の
算
定
法
に
就
き
東
京
経
済
雑
誌
記
者
に
質
す
」
東
京
経
済
体
試
、
九
九
九
号
、
明
治
三
二
年
一

O
月
七
日
、
七
』

O

買。ω
『
明
治
財
政
史
』
第
六
巻
、
一
八
頁
。

川
明
「
銀
行
会
社
と
所
得
制
法
」
東
洋
経
済
新
報
、
第
一
一
二
主
号
、
明
治
一
一
三
年
九
月
五
日
、
三
二
頁
。

帥
「
法
人
所
得
税
問
駐
に
関
す
る
紡
積
聯
合
去
の
通
牒
」
東
洋
経
清
新
報
、
第
一
三
七
号
、
明
治
三
二
年
九
月
二
五
目
、
三
五

l
三
六
頁
。



す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
明
治
三
二
年
所
得
税
法
は
「
総
益
金
マ
イ
ナ
λ
総
損
金
」
と
い
う
法
人
所
得
算
定
方
式
を
採
用
し
た
に
も
か

「
総
益
金
・
総
損
金
」
が
な
ん
た
る
か
に
つ
い
て
な
ん

b
の
規
定
も
設
け
て
い
た
か
っ
た
白
で
、
「
前
季
繰
越
損
失
金
(
所

謂
創
業
費
消
却
の
如
き
も
の
)
、
建
物
及
器
械
代
消
却
金
、
役
員
賞
与
金
及
所
得
税
を
も
控
除
す
る
も
の
や
否
ゃ
に
付
吉
、
・
其
筋

と
会
社
と
の
問
所
得
税
法
白
解
釈
を
具
に
せ
る
」
結
果
土
生
じ
た
が
、
「
右
に
関
す
る
大
蔵
省
の
〔
当
初
の
〕
見
解
た
り
と
い
ふ
を
聞
く

か
わ
ら
ず
、

に
、
大
蔵
省
は
素
上
り
直
接
に
会
社
を
監
督
仕
る
も
の
に
も
あ

b
ぎ
れ
ば
、
実
際
会
社
の
定
款
に
於
て
前
記
の
如
き
費
目
を
損
金
の
一
部

と
見
倣
し
て
計
算
ず
べ
き
も
白
と
な
し
、
其
計
算
方
に
基
き
亡
会
社
の
純
益
金
な
る
も
の
を
算
出
し
、
之
を
届
出
で
た
る
と
き
は
其
届

書
に
従
っ

τ所
得
金
を
決
定
す
べ
く
、
若
し
又
前
記
の
費
自
主
損
金
と
せ
ず
利
益
分
配
白
如
く
純
益
金
白
一
部
と
為
す
白
定
款
あ
り
て
、

其
引
算
法
に
従
ひ
会
社
白
所
得
金
を
決
定
し

τ届
出
を
為
し
た
る
と
き
は
、
強
い
て
之
を
訂
正
し
て
損
金
中
に
入
れ
し
む
る
白
必
要
之

、
泣
き
に
依
り
、
此
場
合
に
は
亦
其
届
出
に
基
き
て
課
税
す
べ
き
も
白
と
為
す
、
之
を
要
す
る
に
前
一
記
の
各
費
目
は
会
社
白
定
款
と
及
び

其
定
款
に
従
っ
て
編
製
し
る
計
算
書
の
如
何
に
由
て
決
定
す
る
筈
な
り
」

(
梼
点
高
寺
〕
と
い
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
は
じ
め
て
法

人
に
た
い
し
「
総
益
金
マ
イ
ナ
ス
総
損
金
」
と
い
う
所
得
算
定
方
式
を
適
用
す
る
場
合
と
は
h

え
、
総
益
金
・
総
損
金
と
は
左
に
か
を

決
め
ず
に
、
総
損
金
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
解
釈
陀
相
異
白
で
た
項
目
は
「
会
社
白
定
款
と
及
び
共
定
款
に
従
っ
て
編
製
せ
る
計
算
書

に
由
て
決
定
す
る
」
と
い
う
行
吉
方
は
、
筋
い
か
通
ら
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
大
蔵
省
主
税
局
は
、
ま
ず
「
時
価
評
価
」
を
強
制
し
た

商
法
(
明
治
三
三
年
二
月
九
日
公
布
・
六
月
一
八
日
施
行
)
第
一
一
十
六
条
第
二
項
|
|
「
財
産
目
録
ニ
ハ
動
産
、
不
動
産
、
債
権
、
其
他
ノ
財
産

一
一
其
目
録
調
製
ノ
時
一
一
於
ケ
ル
価
格
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
ー
ー
を
前
提
に
し
て
「
総
益
金
ト
ハ
法
人
ノ
受
領
ジ
タ
ル
一
切
ノ
収
入

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

捕

号

→ 



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

回

第

号

四

円
勿
論
其
所
有
財
産
ノ
価
格
増
加
ニ
因
リ
生
デ
タ
ル
利
益
〔
財
産
評
価
益
〕
モ
亦
之
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ユ

γ
テ
総
損
金
ト
ハ
其
支
出

γ
タ

ル
一
切
ノ
経
費
ハ
勿
論
所
有
財
産
ノ
価
格
減
少
一
一
因
リ
生
ジ
タ
ル
損
失
[
財
産
評
価
損
〕
そ
亦
之
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
解
釈
し
、

つ
ぎ
に
、
か
か
る
解
釈
に
そ
っ
て
、
明
治
一
一
一
一
一
年
一

O
月
に
、
異
議
申
請
の
あ
ヲ
た
項
目
を
中
心
と
し
て
各
項
目
の
取
扱
い
方
に
つ
い

て
照
会
を
し
て
き
た
大
阪
な
ら
び
に
京
都
税
務
管
理
局

K
回
答
す
る
と
同
時
に
、
つ
ぎ
の
よ
ろ
な
各
税
務
骨
理
局
長
宛
主
税
局
長
通
牒

治
上
び
主
税
局
回
報
士
一
辿
じ

τ、
中
央
の
統
一
見
解
を
各
税
務
管
理
局
へ
流
し
た
。

明
治
三
十
二
年
十
月
二
日
主
税
局
長
通
牒
(
各
税
務
管
理
局
長
)

「
第
一
種
法
人
の
所
詔
司
算
方
に
闘
し
大
阪
税
務
管
理
局
照
会
肥
対
し
省
議
を
経
回
答
せ
し
事
頃
左
に

一
、
利
益
ノ
有
無
一
一
拘
ハ
ヲ
ス
事
業
年
度
中
毎
月
叉
ハ
随
時
一
-
賞
与
ヲ
為
ス
ト
定
メ
タ
ル
モ
ノ

二
、
換
算
一
ニ
陪
デ
総
益
金
中
ヨ
リ
営
業
上
ノ
総
損
失
金
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額
ニ
対
シ
事
合
ヲ
定
メ
テ
賞
与
ヲ
為
シ
之
ヲ
損
金
中
一
一
計
算
シ
其
ノ
残
額
ヲ

純
益
ト
定
ム
ル
モ
ノ

一
寸
総
益
金
中
ヨ
リ
総
損
金
ヲ
控
除
す
タ
ル
モ
ノ
ヲ
純
益
金
ト
ジ
其
ノ
額
ニ
対
シ
歩
合
ヲ
定
メ
賞
与
ヲ
為
ス

t
定
メ
タ
ル
モ
ノ

右
賞
与
金
一
ノ
場
合
ハ
法
人
ノ
所
得
ト
見
ル
へ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ヲ
ス
一
一
、
=
プ
場
合
ハ
法
人
ノ
所
得
ト
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

一
、
総
義
金
中
ヨ
リ
総
担
金
ヲ
控
除
シ
タ
ル
純
益
金
ノ
内
ヨ
リ
器
械
器
具
代
価
償
却
準
備
金
若
ク
ハ
器
械
器
具
償
却
積
立
金
ノ
名
称
ヲ
以
テ
積
立
ル
モ

ノ
二
、
前
項
ノ
同
名
称
ノ
モ
ノ
ヲ
損
金
ト
ジ
テ
計
算
シ
其
実
定
款
ニ
ハ
利
益
ノ
内
ヨ
り
償
却
又
ハ
積
立
ル
ヨ
ト
ユ
定
メ
ア
ル
そ
ノ

右
器
械
器
具
償
却
積
立
金
ハ
一
、
二
ノ
場
合
共
其
積
立
金
ハ
所
得
ト
見
ル
へ
キ
モ
ノ
ト
ス

一
、
土
地
建
物
器
械
器
具
等
固
定
資
本
ハ
商
法
ノ
規
定
一
一
依
リ
其
決
算
期
日
一
於
テ
時
価
ヲ
附
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
〈
其
時
価
ヲ
前
期
決
算
期
ノ
時
価
ニ
対
比

ジ
増
差
額
ハ
固
定
資
本
ノ
増
価
益
金
ト
シ
テ
総
益
金
一
一
計
算
シ
減
業
額
二
例
価
損
金
ト
シ
テ
総
担
金
ニ
計
算
ス
ル
モ
ノ



二
、
有
価
証
券
又
ハ
商
品
等
一
一
ジ
テ
翌
期
ユ
繰
越
月
モ
ノ
モ
事
前
項
同
様
前
期
決
算
期
ノ
時
価
又
ハ
原
価
一
一
対
ス
ル
増
減
差
額
ヲ
陀
益
金
総
損
金
一
一
計

算
ス
ル
モ
ノ

右
固
定
資
本
並
商
品
等
ノ
減
価
損
金
ハ
て
一
フ
場
合
共
-
一
共
ノ
損
金
ハ
総
損
金
中
一
三
計
第
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
ユ

今
、
創
業
費
(
雑
費
ノ
ミ
ユ
テ
固
定
資
本
ノ
買
入
代
等
ヲ
台
マ
ス
)
ヲ
其
ノ
法
人
設
立
ノ
初
期
一
一
於
テ
叉
損
失
金
ヲ
其
ノ
損
失
ア
リ
タ
ル
年
度
一
一
於
テ

資
本
金
ヨ
リ
支
払
ヒ
而
シ
テ
翌
期
以
降
ノ
利
益
金
ヲ
以
テ
漸
次
共
ノ
資
本
ヲ
補
充
久
ル
モ
ノ
ト
シ
計
算
書
中
損
金
一
一
現
ハ
シ
タ
ル
モ
ノ

二
、
其
ノ
創
業
費
及
損
失
ヲ
債
務
ト
シ
テ
後
期
ニ
繰
越
利
益
金
ノ
内
ヲ
以
テ
弁
済
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
シ
割
算
書
中
担
金
三
現
ハ
シ
タ
ル
モ
ノ

右
創
業
費
及
損
失
金
ハ
一
、
一
プ
場
合
ト
モ
其
ノ
事
業
年
度
ノ
総
損
金
中
ニ
計
算
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

(
傍
点
同
寺
)

明
治
三
十
二
年
九
月
二
十
五
日
京
都
ハ
税
務
管
理
〕
局
照
会

「
第
一
程
、
第
三
濫
所
得
計
算
方
一
一
付
テ
ハ
一
ハ
総
益
金
ヨ
リ
総
損
金
ヲ
控
除
シ
一
ハ
総
収
入
ヨ
リ
必
要
ノ
経
費
ヲ
控
除
ス
ル
ノ
捧
異
有
之
候
、
共

其
課
税
ヲ
受
ク
ヘ
キ
所
得
ノ
種
類
一
一
至
ツ
テ
ハ
両
者
間
区
別
ナ
キ
ヲ
以
テ
第
一
種
ノ
所
得
↑
一
在
テ
モ
資
産
一
一
付
テ
ノ
損
金
ヲ
控
除
ス
へ
キ
ハ
勿
論
ノ
事

戸
一
有
之
侯
得
共
総
テ
ノ
支
出
ハ
必
シ
モ
損
金
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
仮
令
其
営
業
上
ノ
収
入
金
ヲ
以
ア
支
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
昨
法
人
ニ
於
テ
損
失
ヲ
来
サ

サ
ル
モ
ノ
例
之
黙
械
買
入
代
金
ノ
如
キ
法
人
ニ
於
テ
ハ
-
ノ
損
益
ス
ル
処
ナ
ク
寧
ロ
性
質
上
資
本
ノ
変
形
一
一
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ハ
〔
資
本
的
支
出
で
あ
り
〕

固
ヨ
リ
損
金
ト
シ
テ
控
除
ス
へ
キ
モ
ノ
ユ
ア
ラ
サ
ル
へ
シ
然
り
ト
雌
諸
器
具
ノ
買
入
代
金
放
機
械
/
修
桝
費
ノ
如
キ
之
ヲ
経
済
的
一
一
開
テ
亦
恰
モ
資
産

ノ
変
形
一
ニ
一
類
ス
ιルN
カ
如
シ
ト
監
此
等
(
ニ
且
V

へ
キ
性
質
ノ
斗
モ
』
ノ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
損
金
ト
ス
ル
ヲ
穏
当
ト
久
へ
グ
ト
被
存
候
然
ル
一
一
此
等
控
除
金
一
ニ
一
打
付
村
テ
ハ
論
議
λ

札ルy
所
有
之
税
務
署
A

み今φ守r
後
ノ
取
扱

ヲ
一
定
セ
シ
メ
度
云
々

明
治
三
十
二
年
十
月
十
二
日
坤
第
一

O
、
四
八
四
号
主
税
局
回
報

本
年
九
月
二
十
五
日
付
第
二
九
四
号
照
会
第
一
積
所
得
計
算
方
ノ
件
右
ハ
器
械
器
具
ト
離
其
ノ
佐
賀
上
資
本
ノ
変
形
ニ
シ
テ
財
産
目
録
一
一
揖
ク
ヘ
キ

明
治
三
十
一
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

n 

鮪

号

五



-'e 

ノ、

損、円
金、?口

よ;芋
ァ、ー
控、年
除・喧
^、竹T
へ、税

キ、法

限:主
無:詰
王務

極言
貴
見
ノ

里町

第
九
十
一
巻

六

第

ロ
勺

J、

(
傍
点

l
高
寺
)

「
賞
与
金
交
際
費
機
械
建
物
償
却
金
ハ
総
損
金
ノ
内
一
一
含
蓄
ス
ル
ャ
否
ャ
ニ
就
テ
各
税

務
管
理
局
ノ
意
見
又
ハ
各
地
審
査
会
ノ
議
決
、
行
政
裁
判
所
ノ
判
決
等
各
其
解
釈
ヲ
異
一
一
ジ
一
事
両
端
一
一
出
ア
ル
ノ
例
少
ナ
カ
ラ
ス
lv

と
こ
ろ
で
、

『
明
治
財
政
史
』
に
よ
る
と
、

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
モ
の
実
情
は
ど
う
だ
り
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
東
洋
経
済
新
報
」
明
治
三
二
年
一
一
月
二
五
日
号
の
記
事
に
よ
る
と
、

に
異
議
白
申
立
を
な
し
た
る
乙
と
は
曇
に
報
道
し
た
る
所
た
る
が
今
岡
く
所
に
よ
れ
ば
東
京
税
務
管
理
局
内
の
所
得
税
審
査
委
員
会
に

「
法
人
所
得
の
異
議
申
立
六
件
中
三
件
は
之
を
採
用
し
た
る
も
他
は
排
斥
し
」
た
が
、
そ
む
場
合
当
審
査
委
員
会
に
亡
は
一

O

「
法
人
所
得
に
関
し
諸
会
社
が
東
京
税
務
管
理
局
の
決
定

τは」
月
二
日
。
主
税
局
長
通
牒
田
線
に
モ
っ

τ
「
会
社
の
役
員
賞
与
金
及
交
際
費
は
定
款
に
於
て
利
益
分
配
白
一
部
と
定
め
た
る
と
き
は
純

益
金
[
総
益
金
P

〕
の
中
よ
り
控
除
す
る
も
の
に
あ
ら
す
」
と
い
う
「
決
定
士
与
え
た
り
」
ま
た
、
日
本
石
油
妹
式
会
社
が
「
明
治
三

十
二
年
下
半
期
損
益
計
算
書
ヲ
所
持
税
務
署
ニ
提
出
シ
タ
ル
-
一
新
潟
税
務
管
理
局
長
ハ
・
.

〔
定
款
の
規
定
に
よ
り
利
益
の
一
定
割
合
を
支

払
っ
た
〕

役
員
賞
与
金
桂
三
交
際
費
ヲ
所
得
金
額
ニ
加
算
γ
タ
リ
依
テ

〔
会
社
側
〕
ノ
申
立
相
立
タ
サ
ル
コ
ト
ニ
決
礼
」
た
。
他
方
、
「
大
阪
ノ
管
理
局
部
内
一
一
於
ケ
ル
審
査
会
、
又
名
古
屋

不
服
ノ
事
由
ヲ
兵
シ
審
査
会
ノ
審
査
ヲ
求
メ
タ
ル
モ
審
査

会
ニ
於
テ
モ
・

管
理
局
一
一
於
ケ
ル
部
内
ノ
審
全
会
ュ
於
テ
ハ
」
主
税
局
長
通
牒
に
は
同
調
せ
ず
、

ト
云
フ
コ
ト
ニ
決
川
」
た
。
た
と
え
ば
、
大
阪
税
務
管
理
局
管
内
む
明
治
紡
績
、
大
阪
合
同
紡
績
、
日
本
紡
績
、
摂
津
紡
績
、
平
野
紡

《
毛
ヌ
リ
ン
》

績
、
大
阪
紡
績
、
内
外
綿
、
摂
津
製
油
、
毛
斯
倫
紡
績
お
よ
び
堺
紡
績
白
各
株
式
会
社
が
、

「
比
賞
与
金
杯
ハ
〔
税
を
〕

取
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ナ
イ

明
治
三
一
一
年
下
半
季
(
七
月
二
一
月
)

ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
分
の
所
得
金
額
の
決
定
に
た
い
し
、

が
い
「
営
業
益
金
」
ま
た
は
「
収
支
計
算
ノ
残
額
ニ
対
γ
其
十
分
ノ
こ
を
も
っ
て
支
払
っ
た
「
役
員
賞
与
金
ヲ
所
得
金
額
ヨ
リ
控
除

と
翌
三
一
三
年
上
半
季
(
一
月
六
月
)

日
比
款
の
規
定
に
し
た



ス
ム
キ
T

ノ
理
由
ヲ
以
テ
異
議
申
立
ヲ
為
γ
審
査
ヲ
請
求
セ
ジ
処
審
査
委
員
会
ハ

決
議
」
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
阪
税
務
管
理
局
長
は
あ
く
ま
で
も
主
税
局
長
通
牒
の
線
主
守
り
、

「
前
同
様
ノ
決
定
ヲ
為
セ
リ
」

〔
こ
れ
ら
〕

ノ
異
議
申
立
ヲ
理
由
ア
ル
モ
ノ
ト

「
此
決
議
三
服
従
セ
ス
異
議
申
立
ヲ

理
由
ナ
キ
そ
ノ
ト
V

テ」

そ
こ
で

こ
れ
ら
の
企
業
は
一
連
の
「
所
得
金
額
決
定
変
更
及
取
消
ノ
訴
」

(
明
治
=
一
四
年
持
一
一
二
三
O
、

一
三
民
与
を
み
占
こ
し
た
が
、
行
政
裁
判
所
は
、
日
本
石
柏
会
社
が
新
潟
税
務
管
理
局
長
を
相
手
と
し
た
二

固
に
わ
た
る
「
所
得
金
額
決
定
取
消
ノ
訴
」

治
ゴ
一
一
一
年
一
二
月
二
λ
日
宣
告
)
の
場
合
(
ζ

の
事
件
で
は
利
益
に
比
例
し
て
支
払
わ
れ
る
役
員
賞
与
金
の
み
で
な
〈
、
同
様
の
交
際
費
も
そ
の
損
金

(
朋
泊
三
三
年
第
二
二
八
号
・
明
治
三
=
一
年
一
一
月
一
二
日
宣
告
、

明
治
三
三
年
第
二
一
二
三
号
・
明

性
を
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
た
)
と
同
様
、
税
務
管
理
局
長
の
決
定
を
支
持
し
、

明
治
三
四
年
五
月
三

O
日
に
「
役
員
ノ
賞
与

金
ハ
俸
給
又
ハ
給
料
ノ
如
キ
会
社
損
益
ノ
有
無
如
何
ニ
拘
ハ
ラ
丸
会
社
ノ
義
務
ト
ジ
テ
支
給
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
其
性
質
ヲ
異
ニ
ジ
純
ヲ
会

社
二
刺
益
金
ア
ル
場
合
-
一
限
リ
給
与
式
へ
キ
毛
ノ
ニ
シ
テ
本
件
ノ
賞
与
金
ノ
炉
キ
ハ

畢
克
会
社
ノ
利
益
金
ニ
就
テ
ノ
処
分
タ
ル
一
一

外
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
所
得
税
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
-
一
所
謂
総
損
金
ノ
中
ニ
包
含
旦
へ
キ
そ
ノ
ニ
プ
ラ
ス
」
と
判
決
し
た
。

以
上
役
員
賞
与
金
(
お
よ
む
交
際
費
)
に
つ
h

て
の
行
政
実
例
お
よ
び
行
政
裁
判
例
を
す
べ
て
あ
げ
た
わ
け
で
は
在
い
が
、
と
れ
ら
の

事
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
さ
さ
げ
い
引
用
し
た
『
明
治
財
政
史
』
の
一
記
述
に
は
、
役
員
賞
与
金
F
関
す
る
か
ぎ
担
、
若
干
の
一
誇
張
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
己
と
が
で
き
よ
う
。
た
し
か
に
当
初
は
下
部
の
「
各
税
務
署
或
ハ
管
理
局
ノ
審
査
会
一
一
至
リ
マ
ジ
テ
ハ
区
々
ニ
ナ
ッ

テ
税
務
署
ノ
取
扱
方
一
一
至
ッ
テ
モ
ナ
カ
ナ
カ
一
定
ジ
テ
居
ラ
ナ
イ
、
或
ハ
賞
与
金
ヲ
取
ヲ
ズ
V

テ
課
税
ノ
金
高
-
一
組
込
マ
ズ
シ
テ
、
機

械
建
物
償
却
金
ダ
ケ
ヲ
組
込
γ
デ
居
ル
所
モ
ア
リ
、
又
機
械
償
却
金
ヲ
組
込
7

ズ
シ
テ
賞
与
金
ダ
ケ
組
込
ン
デ
居
ル
」
と
い
う
事
態
が

生
じ
て
い
た
が
、
主
税
局
長
通
山
怖
が
で
て
か

b
は
、
役
員
賞
与
金
に
つ
い
て
の
各
税
務
管
理
局
の
決
定
、
大
阪
ゐ
よ
び
名
古
屋
税
務
管

理
局
所
得
金
額
審
査
委
員
会
以
外
の
審
査
委
員
会
の
議
決
沿
よ
び
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
す
べ
て
主
税
局
通
牒
の
線
に
か
た
ま
っ
て
い

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
イ
一
巻

七

朝
一
号

七



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
澗
務
会
計

第
九
十
一
巻

ノ1、

描

号

ノ1、

た
と
hv
う
白
が
実
情
で
あ
る
。
己
う
な
ヲ
た
わ
け
は
、
主
税
局
が
、
通
牒
を
通
じ
て
、
利
益
の
一
定
割
合
を
支
払
ろ
役
員
賞
与
金
は
之

を
総
損
金
に
合
め
ず
、
利
益
の
分
配
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
明
確
左
基
準
を
示
し
、
他
方
モ
れ
が
適
用
さ
れ
る
企
業
の
側
で
も
一
般

に
定
款
D
規
定
に
し
た
が
い
利
益
白
一
定
割
合
を
役
員
賞
与
金
に
あ
て
る
実
務
を
平
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
白
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
役
員
賞
与
白
税
務
会
計
は
容
易
に
主
税
局
長
通
牒
の
線
に
統
一
さ
れ
、
税
務
行
政
上
混
乱
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
が
、
機
械
・
建
物
等
の
減
価
償
却
四
方
は
、
次
稿
「
明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
税
務
減
価
償
却
」
に
必
い
て
く
わ
し
く
考
察
す

る
よ
う
に
、
当
時
の
減
価
償
却
実
務
を
反
映
し
て
主
税
局
長
通
牒
自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
た
め
、
役
員
賞
与
金
の
よ
う
友
わ
け
に
は
ゆ

か
ず
、

『
明
治
財
政
史
」
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
の
事
態
が
生
じ
た
。

(1) 

「
法
人
所
得
税
に
対
す
る
大
蔵
省
の
見
解
」
東
京
経
済
雑
誌
、
第
九
九
凹
号
、
明
治
一
三
一
年
九
月
二
日
、
五
一
一
頁
。

「
法
人
ノ
所
得
ヲ
算
定
ス
ル
ニ
就
キ
マ
シ
テ
ハ
、
是
マ
デ
政
府
ノ
方
針
ト
E

フ
を
ノ
ハ
段
々
E
Y
7
来
テ
居
リ
マ
ス
ル
、
此
所
得
税
法
ノ
出
来
マ

〆
タ
当
時
、
即
テ
其
時
分
ノ
大
蔵
省
ノ
方
針
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
全
ク
其
会
社
、
其
制
行
ノ
定
款
ノ
喜
方
如
何
一
一
依
ッ
テ
、
賞
与
金
杯
一
一
税
ヲ
一
謀
入
ル

ト
相
セ
ヌ
ノ
区
別
ヲ

ν
テ
来
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
現
在
苦
々
大
蔵
省
ノ
方
針
一
一
依
ザ
テ
議
案
ヲ
出
サ
レ
夕
、
審
査
金
一
一
於
テ
ノ
議
案
ヲ
見

テ
モ
、
政
府
ノ
方
針
八
明
カ
ニ
其
明
文
ェ
掲
ゲ
テ
ア
ル
コ
ト
デ
ヲ
ザ
イ
マ
ス
」
(
衆
議
院
議
員
木
村
誓
太
即
の
発
言
、
「
第
l
五
回
清
国
議
会
衆
議

院
議
事
速
記
晶
」
第
四
号
、
官
報
〔
号
外
〕
明
治
三
四
年
一
月
三

O
日
、
二
八
頁
)

若
槻
、
二
八
一
頁
。

総
益
金
(
収
入
と
許
仙
益
〕
か
ら
総
損
金
(
経
費
と
し
て
白
支
出
k
評
価
損
)
を
控
除
し
た
金
額
、
こ
れ
す
な
わ
ち
所
得
で
あ
る
と
す
る
把
え
方

は
、
モ
ー
の
後
明
治
凹

O
年
六
月
二
六
四
百
行
政
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
も
、
「
政
府
カ
決
定
ス
へ
キ
法
人
ノ
所
得
円
一
事
業
年
度
ヲ
通
シ
総
テ
ノ
収

入
支
出
及
ヒ
師
格
ノ
増
減
ヲ
加
除
シ
タ
ル
計
算
金
額
ナ
ラ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
」
(
「
行
政
裁
判
所
判
決
録
』
第
八
韓
、
四
八
五
頁
)
と
再
確
認
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
場
合
、
収
入
支
出
と
は
現
金
収
支
の
み
を
さ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
さ
ら
に
其
事
業
年
産
内
に
於
て
法
人
に
属
せ

L
収
入
の
権
利
め
仙

額
」
と
「
某
事
業
年
度
内
に
於
て
其
性
質
上
利
益
の
有
無
に
揮
は
ら
す
負
担
せ
る
支
払
義
務
」
ま
で
含
め
て
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、

明
白
で
な
い
が
、
も
し
も
後
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
所
得
算
定
法
は
「
純
財
産
増
加
説
」
(
同
巴
ロ
〈
耳
目
α珂叩ロ
N

ロ
官
b
m
m庁

v
gロ
ろ
に
よ
っ
た

(2) 



場
合
と
同
一
四
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
大
正
期
に
入
る
と
、
「
益
金
又
は
担
金
白
性
質
に
付
て
は
税
法
中
別
に
規
定
な
し
と
雄
、
商
法
の

規
定
に
よ
れ
ば
損
誌
は
畢
覧
会
社
財
産
の
増
減
を
云
ふ
も
の
な
る
が
故
に
、
本
法
に
於
て
も
亦
此
の
意
味
な
り
と
解
す
へ
き
も
り
と
す
L

(

武
本
宗

重
郎
『
改
正
所
得
税
怯
釈
義
』
大
正
二
年
、
九
三
頁
、
傍
点
両
寺
)
と
純
財
産
増
加
説
的
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

同
役
員
賞
与
金
の
軍
服
い
方
に
つ
い
て
若
槻
内
国
税
謀
長
は
、
主
税
局
長
通
牒
を
補
足
す
る
か
の
ご
と
く
、
当
時
つ
ぎ
り
よ
う
に
白
ベ
て
い
た
。

「
刺
益
ノ
有
無
ュ
拘
ヲ
ス
一
定
ノ
条
件
ヲ
具
備
ジ
タ
ル
者
ニ
ハ
必
ス
賞
与
金
ヲ
与
フ
へ
キ
コ
ド
ヲ
定
メ
タ
ル
場
合
一
-
於
テ
ハ
賞
与
金
ノ
支
払
ハ
当
初

ヨ
リ
会
社
ノ
義
務
一
一
一
回
ジ
タ
ル
モ
ノ
卜
詞
ハ
サ
ル
へ
カ
ラ
サ
ル
カ
故
品
賞
与
一
-
充
テ
タ
ル
金
額
ハ
之
ヲ
損
金
ト
ジ
テ
益
金
中
ヨ
リ
控
除
セ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス
之
二
反
ジ
テ
会
社
一
一
於
テ
刺
煎
ア
リ
タ
ル
場
合
一
一
限
リ
一
定
ノ
条
件
ヲ
具
備
シ
タ
作
者
ュ
賞
与
金
ヲ
与
フ
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ

ハ
会
社
日
一
於
テ
決
算
上
利
益
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
始
メ
テ
其
一
部
ヲ
役
員
一
一
分
配
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
其
金
額
ハ
之
ヲ
損
金
ト
謂
フ
コ
ト
能
ハ

ス
随
テ
之
ヲ
益
金
中
ヨ
リ
控
除
ス
へ
キ
モ
ノ
一
ア
ラ
ス
而
シ
テ
賞
与
企
カ
損
金
ト
シ
テ
支
払
ハ
ル
ル
そ
ノ
ナ
ル
ヤ
将
タ
利
益
ノ
分
配
ト
ジ
テ
支
払
ハ

ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
ハ
事
実
ノ
問
題
一
一
属
ス
ル
カ
故
ニ
各
場
合
一
一
就
テ
之
ヲ
判
断
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
臨
ぞ
定
款
ノ
規
定
又
ハ
総
会
ノ
決
議
-
一
於
テ
刺

益
ノ
比
率
7
以
テ
賞
与
金
ヲ
定
ム
ル
カ
如
キ
場
合
一
一
世
テ
ハ
其
賞
与
金
ハ
常
一
一
利
蕊
ノ
分
回
ナ
リ
ト
信
ス
」
(
若
槻
、
前
掲
吾
、
二
人
五
頁
)

川
川
武
本
、
前
掲
書
、
九
主

l
九
七
頁
。

ゆ
武
本
、
前
掲
書
、
九
八
|
一

0
0頁。

ω
『
明
治
財
政
史
』
第
六
春
、
=
一
五
頁
。

(7) 

「
法
人
所
得
と
審
企
委
員
会
決
定
」
東
洋
経
済
新
報
、
一
回
三
号
、
明
治
=
一
二
年
一
一
月
一
一
五
日
、
=
一
出
頁
@

ま
た
、
東
京
税
務
管
理
局
内
の
安
房
銀
行
に
つ
い
て
つ
ぎ
り
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
「
法
人
よ
り
事
業
年
度
終
了
後
役
員
へ
給
与
す
る
賞
与
金
は
、

之
を
法
人
の
路
損
金
中
へ
加
算
す
べ
き
も
由
江
る
や
否
ゃ
に
刊

τ
は
、
惟
問
多
少
の
疑
惑
を
抱
き
、
随
て
甲
乙
見
解
を
異
に
す
る
も
白
あ
り
、
諾
会

社
中
に
も
異
議
を
唱
ふ
る
も
り
ふ
め
る
由
は
屡
耳
に
せ
し
所
な
る
が
、
右
に
関
し
此
程
株
式
会
社
安
一
一
層
銀
行
よ
り
大
蔵
大
臣
に
訴
願
を
提
起
せ
し
に
、

審
理
由
来
総
損
金
中
に
加
算
す
べ
き
も
白
に
あ
ら
ず
と
裁
決
せ
ら
れ
た
る
旨
、
其
筋
よ
り
各
税
務
管
理
局
へ
通
知
し
た
り
と
云
ふ
」
(
「
法
人
の
納
税

に
就
て
」
東
京
経
済
雑
誌
、
一

O
O四
号
、
明
治
三
二
年
一
一
月
一
一
目
、
一

O
四
九
頁
)

必
お
、
東
京
税
務
管
理
局
所
得
金
額
審
査
委
員
会
は
「
所
得
税
を
納
む
る
事
業
年
度
目
所
得
税
は
実
際
に
納
什
し
た
る
年
度
に
於
て
は
控
除
す
べ

き
も
未
だ
納
付
せ
ざ
る
と
止
は
之
を
控
除
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
(
「
法
人
所
得
と
審
査
委
員
会
決
定
」
東
洋
経
済
新
報
、
一
四
三
号
、
明
治
三
二

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

九

第
一
号

九



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

四
O 

第

号

四
0 

年
一
一
月
二
主
目
、
一
二
回
頁
)
と
決
定
し
て
い
た
。
さ
き
の
主
税
局
長
逝
牒
は
こ
の
点
に
つ
い
て
全
然
ふ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て

当
審
査
委
員
会
独
自
の
決
定
と
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
岩
槻
内
国
税
課
長
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ

わ
せ
る
之
、
役
員
賞
与
金
白
場
合
と
同
様
、
主
税
局
の
統
一
見
解
に
し
た
が
い
決
定
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
所
得
税
ナ
ル
モ
ノ
ハ
法
人
ノ
各
事
業
年
度
目
一
於
ケ
ル
所
得
一
一
賦
謀
ス
ル
モ
ノ
一
一
シ
テ
所
得
ρ

年
度
経
過
ノ
後
損
益
ヲ
決
算
シ
テ
拍
ノ
テ
確
定
ス

ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
所
得
税
ヲ
納
ム
へ
キ
義
務
ハ
年
度
経
過
後
一
-
於
テ
蛤
メ
テ
生
ス
ル
そ
ノ
ナ
リ
故
一
一
所
得
税
ρ

其
年
度
ユ
於
ケ
ル
損
金
一
一
ア
ラ
ス

随
一
プ
之
ヲ
其
年
度
ノ
益
金
中
ヨ
リ
控
除
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
但
シ
所
得
税
ノ
納
肘
ハ
法
人
ノ
義
務
一
一
周
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ェ
翌
年
度
目
一
於
テ
ハ

之
ヲ
其
年
ノ
損
金
ト
シ
其
損
益
計
算
エ
加
フ
へ
キ
ハ
切
論
ナ
リ
」
(
岩
槻
、
前
掲
書
、
一
一
八
六
頁
)

M
W

『
行
政
裁
判
所
判
決
輯
』
第
四

O
巻
、
一
一
九
一
二

O
頁。

例
措
議
院
議
員
木
村
誓
太
郎
自
発
言
、
「
第
十
五
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」
第
四
号
、
官
報
〔
号
外
〕
、
明
治
三
四
年
一
月
τ
一O
目
、
二

八
頁
。「

審
査
委
員
二
祉
税
官
吏
一
ユ
名
」
と
第
三
橿
所
得
税
納
税
者
か
ら
選
出
さ
れ
た
「
調
査
委
且
四
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
」
(
所
得
税
法
第
三
十
七
条
)

し
、
「
議
事
円
出
席
員
ノ
多
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス
」
(
同
施
行
規
則
第
二
十
五
条
〕
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
民
間
側
白
調
査
一
委
員
が
一
致
し
て

不
服
申
立
を
支
持
し
て
、
四
票
を
行
使
す
れ
ば
、
主
税
局
長
通
牒
に
反
す
る
決
議
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
事
実
「
大
阪
税
務
管
理
局
審
査

委
員
〔
中
民
間
よ
り
選
出
さ
れ
た
〕
天
川
三
蔵
、
湖
亀
治
郎
七
、
福
井
楠
多
郎
、
植
田
一
郎
」
は
「
明
治
三
十
三
年
十
三
月
十
九
同
よ
り
同
汁
六
日

に
至
る
問
」
明
治
三
三
年
下
半
季
と
三
三
年
上
半
季
の
「
所
得
金
額
訣
定
に
対
す
る
異
議
申
立
」
を
審
査
し
た
際
、
協
同
し
て
「
役
員
賞
与
金
は

支
出
に
入
る
べ
き
も
の
と
し
て
之
に
課
税
す
べ
き
も
の
に
非
ず
、
若
し
之
れ
に
課
税

L
、
尚
己
人
の
収
入
に
課
税
し
、
結
局
二
重
と
な
る
を
以
て

免
除
す
る
を
正
当
、
と
す
」
と
主
張
し
、
収
税
自
吏
側
と
「
討
論
の
末
」
「
日
本
紡
績
株
式
会
社
外
七
十
除
去
社
〔
銀
行
〕
の
異
議
を
理
由
あ
る
も
の

と
〔
い
う
〕
議
決
」
〈
「
大
坂
税
務
局
所
得
審
査
委
員
陳
情
書
」
東
京
経
済
雑
誌
、
一

O
六
回
号
、
明
治
三
四
年
一
月
一
九
日
、
九
九
、
一

O
O頁
)

へ
も
ち
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
当
時
「
諸
管
理
局
多
数
ノ
審
査
委
員
ガ
、
全
国
異
口
同
音
ニ
〔
賞
与
金
は
損
金
に
あ
ら
ず
と
し
て
税
を
〕
川
賦
課
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
毛
ノ
デ
ア

ル
ト
一
宮
フ
コ
ト
ヲ
新
聞
ュ
書
キ
」
(
衆
議
院
議
員
加
藤
六
蔵
の
発
言
「
第
十
五
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
一
記
鵠
」
第
一
四
号
、
官
報
〔
号
外
〕
、

明
治
一
二
四
年
三
月
一
九
日
、
一
一
二
ハ
頁
)
た
て
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。



伸
明
治
紡
績
と
大
阪
合
同
紡
績
の
両
株
式
「
会
社
ノ
〔
不
定
額
結
に
属
す
〕
賞
与
金
円
計
算
期
末
一
一
山
一
枇
ュ
支
出
セ
ル
モ
ノ
ヱ
シ
テ
世
間
多
数
ノ
全

社
ノ
如
グ
一
旦
損
益
ヲ
計
算
ジ
之
ヲ
利
益
金
1
定
メ
定
時
株
主
総
会
一
一
テ
決
議
シ
タ
ル
憧
其
利
諮
金
ノ
幾
分
ヲ
賞
与
金
ト
シ
ア
支
給
ス
ル
ぞ
ノ
ト
事

実
ヲ
異
一
一
ス
」
(
『
行
政
裁
判
所
判
決
録
』
第
四
六
巻
、
二
回
、
=
一
二
頁
)
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
仮
決
草
に
よ
っ
て
営
業
益
金
を
概
算

し
、
定
款
に
し
た
が
い
そ
白
十
分
の
一
を
役
員
賞
与
金
に
あ
て
亡
し
ま
い
、
「
若
ジ
所
調
不
定
額
給
一
一
課
税
セ
ヲ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
快
算
以
前
一
一

主
払
ヲ

7
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
り
ト
ノ
抗
弁
ヲ
為
ス
ノ
伏
紘
一
一
外
ナ
ラ
ス
其
性
質
ハ
〔
也
の
会
社
の
〕
一
般
賞
与
金
ノ
如
ク
利
首
金
ノ
処
分
一
一
係
ル

モ
ノ
ト
異
ル
所
ナ
シ
ト
一
認
メ
ラ
ル
ル
」
(
明
治
三
五
年
三
月
八
回
大
阪
税
務
管
理
局
長
照
会
、
自
治
館
編
輯
編
纂
『
惇
正
増
補
・
税
法
質
議
類
集
』

大
正
一
。
年
、
二
五
八
頁
)

側
同
制
『
行
政
裁
判
所
判
決
録
』
第
四
六
巻
、
一
二
二
三
口
、
=
一
八
、
四
七
、
五
五
、
六
一
二
、
七
一
、
七
九
、
八
七
、
力
五
頁
u

悶
『
行
政
裁
判
所
判
訣
録
』
第
四

C
巻
、
ご
三
一
貰
、
第
四
一
巻
、
九
人

E
。

M
H

『
行
政
裁
判
所
判
決
録
』
第
凶
六
巻
、
二
七
一
入
、
三
六
、
四
回
、
五
一
一
、
六

O
、
六
人
、
七
六
、
八
四
、
九
一
一
、
一
一

υ
一
宜
。

す
で
に
本
士
二
人
頁
に
引
用
し
た
よ
う
な
記
者
の
見
解
を
掲
載
し
て
い
た
「
東
京
経
清
雑
誌
」
は
、
行
政
裁
判
所
が
新
潟
税
務
管
理
局
長
の
決
定

を
支
持
し
、
日
本
石
油
株
式
会
社
出
敗
一
昨
す
る
や
、
た
だ
ち
に
そ
り
詳
細
脅
報
道
す
る
と
同
時
に
「
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
、
最
終
の
裁
判
即
ち
確

定
裁
判
忙
し
て
、
法
棒
上
に
於
て
は
之
を
改
む
る
の
途
な
LLζ
雌
も
、
専
ら
道
理
上
よ
り
観
察
す
れ
ば
、
此
自
判
決
は
頗
る
奇
異
の
も
の
と
な
ら
ざ

る
べ
か
ら
ず
、
決
れ
宜
与
金
を
仇
官
民
並
に
社
員
に
与
ふ
る
は
、
多
く
剥
益
今
見
た
る
場
合
に
於
て
す
る
を
以
て
、
之
が
総
損
金
に
加
へ
ず
、
利
益
金

由
一
部
ー
と
し
て
之
に
所
得
税
を
一
読
す
る
は
可
な
り
と
雄
、
既
に
法
人
の
所
得
と
し
て
所
得
税
を
謀
し
な
が
ら
更
に
之
を
役
員
並
に
社
員
の
所
得
高
に

加
へ
て
、
第
三
種
の
所
得
税
を
課
す
る
は
二
重
に
し
て
不
都
合
な
ら
ず
や
」
(
「
賞
与
金
並
に
交
際
費
に
関
す
る
行
政
裁
判
所
D
判
決
」
東
京
経
世
相

雑
誌
、
一

O
五
九
号
、
明
治
三
宅
年
二
一
月
八
日
、
一
二
四
三
頁
U

と
批
判
し
、
株
式
会
社
掛
浜
蚕
糸
外
四
品
取
引
所
も
「
所
得
金
額
審
査
決
定
不

服
ノ
訴
」
(
明
治
一
二
三
年
第
一
八
一
号
、
明
治
三
三
年
一
月
一
六
日
宣
告
)
に
お
い
て
「
会
社
ノ
役
員
カ
会
社
ヨ
リ
受
タ
ル
貰
与
金
ハ
個
人
所

得
ト
シ
テ
其
税
ヲ
課
ス
ヘ
キ
ぞ
ノ
ナ
レ
ハ
第
一
種
法
人
ノ
所
得
ト
シ
テ
其
税
ヲ
課
ス
ル
ョ
ト
ヲ
避
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
賞
与
金
品
対
ジ
個
人
ノ
所

得
1
シ
テ
所
得
税
ヲ
賦
一
課
ジ
寵
キ
ナ
カ
ラ
今
又
是
ヲ
法
人
ノ
所
得
中
z

加
へ
課
税
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
同
一
ノ
税
源
ニ
対
シ
三
重
ニ
其
税
ヲ
謀
ス
ル
マ
ゼ
ノ

ニ
シ
テ
不
法
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ト
信
ス
L

(

『
行
政
裁
判
所
判
決
何
時
』
第
四
一
巻
、
四
五
四
六
氏
〉
と
陳
述
し
で
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
横
浜
税
務

管
理
局
長
は
「
所
得
税
法
ハ
法
人
タ
ル
ト
個
人
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ

λ

各
人
ノ
収
入
ヲ
以
テ
課
税
ノ
目
的
ト
シ
仮
令
同
一
物
体
カ
転
々
幾
所
ニ
移
ル
モ
其

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

四

第

号

四



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
〉
会
社
税
務
会
計

第
九
十
一
巻

凹

第

号

四

取
得
者
ノ
異
ナ
ル
以
上
ハ
幾
凹
タ
リ
ト
そ
課
税
ス
ル
ノ
本
旨
ナ
リ
L

(

前
掲
雷
、
四
人
頁
)
と
答
升

L
、
さ
ら
に
行
政
裁
判
所
も
覗
務
管
理
局
の
見

解
を
貫
持
し
て
、
寸
凡
ソ
法
人
ナ
ル
卜
個
人
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
其
所
得
一
一
付
納
税
義
務
ア
ル
コ
ト
ハ
所
得
税
法
ノ
規
定
ス
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
課
税
物

件
ハ
同
一
ナ
ル
モ
転
シ
テ
他
ノ
主
格
ニ
帯
リ
某
所
得
者
ヲ
異
ニ
ス
ル
以
よ
円
之
ニ
対
シ
課
税
ス
ル
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
解
釈
セ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
」
(
前
掲

書
、
五
一
五
二
頁
)
と
判
決
し
て
い
た
。

ま
た
、
日
本
紡
績
株
式
会
社
以
下
八
社
は
一
述
の
行
政
訴
訟
に
お
い
て
、
「
若
シ
夫
レ
之
レ
〔
役
員
賞
与
金
〕
ヲ
会
社
ノ
純
益
ト
シ
テ
所
得
ヲ
計

算
シ
之
レ
ニ
課
税
ス
ル
ト
セ
ハ
一
方
会
社
ノ
役
員
二
λ

此
賞
与
金
ヲ
所
得
ト
ジ
テ
之
ニ
所
得
税
ヲ
賦
課
セ
ラ
ル
、
一
一
五
ル
熟
ル
ト
キ
ハ
一
方
一
一
於
テ

ハ
法
人
タ
ル
会
社
ヨ
リ
第
一
種
ノ
所
得
ト
シ
プ
一
課
税
セ
ラ
レ
他
方
一
一
世
テ
ハ
第
一
一
一
種
ノ
所
得
ト
シ
テ
課
税
セ
ラ
レ
畢
克
一
小
ノ
目
的
物
一
一
一
一
重
ノ
一
課

税
ヲ
受
ク
ル
ノ
不
当
ヲ
生
ス
ル
毛
ノ
ト
ス
」
(
『
行
政
裁
判
所
判
決
軒
』
第
四
六
巻
、
四

O
l四
一
、
五
六

J
五
七
、
六
回

l
六
五
、
七
回
、
八
一
、

八
九
、
九
七

l
九
八
頁
)
と
陳
述
し
、
こ
れ
に
た
い
し
大
阪
税
務
背
理
局
長
は
「
同
一
物
件
カ
買
ニ
転
シ
テ
他
ノ
主
桔
一
一
帯
リ
一
課
税
セ
フ
ル
、
ハ
事

モ
法
律
一
一
抵
触
ス
ル
所
ナ
シ
」
(
前
掲
書
、
凶
一
一
、
五
七
、
六
七
、
七
五
、
八
三
、
九
一
、
一

0
0頁
)
と
答
弁
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
「
従
来
ハ
法
人
桂
一
一
個
人
カ
ラ
取
ッ
タ
そ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
之
ガ
抑
々
紛
議
ヲ
生
ジ
タ
原
因
」
に
な
っ
た
た
め
、
第
一
五
回
帝

国
議
会
最
議
院
に
お
い
て
、
明
治
三
四
年
三
月
一
八
日
「
賞
与
金
ハ
個
人

a
リ
徴
収
ジ
テ
、
法
人
ヨ
リ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ハ
削
除
ス
ル
ガ
至
当
デ
ア
ル

ト
、
決
定
ヲ
致
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
ー
貴
族
院
エ
於
テ
反
対
ニ
法
人
カ
ラ
取
了
ア
、
個
人
カ
ラ
ハ
取
ラ
ナ
イ
ト
一
首
プ
コ
ト
」
(
衆
議
院
議
員

鈴
木
摺
兵
衛
の
発
一
吉
田
「
第
十
五
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
官
叩
速
一
記
録
」
第
二

O
号
、
官
報
〔
号
外
〕
、
明
治
二
四
年
三
月
二
五
目
、
三
九
八
頁
)
に
な

っ
た
り
で
、
一
二
月
二
四
目
衆
議
院
も
こ
り
貴
族
院
。
修
正
に
同
調
し
、
四
月
二
日
法
樟
第
十
七
号
を
も
っ

τ、
所
得
税
法
を
改
正
し
、
明
治
=
一
四
年

度
分
か
ら
、
制
人
が
「
所
得
税
ヲ
謀
セ
ラ
レ
タ
ル
法
人
ヨ
リ
受
グ
ル
割
賦
賞
与
金
」
(
第
五
条
第
七
号
)
に
は
、
受
車
配
当
金
と
同
様
、
謀
税

L
な
い
こ
と
に
し
た
(
『
明
治
財
政
史
」
第
六
巻
、
三
四
|
三
五
頁
)
。

と
の
よ
う
な
受
取
役
員
賞
与
企
に
た
い
す
る
非
課
税
特
典
と
ひ
き
か
え
に
、
政
府
は
従
来
通
り
、
主
税
局
長
通
牒
の
線
に
そ
っ
て
、
役
員
賞
与
金

を
総
損
企
に
含
め
ず
、
法
人
所
得
と
し
て
課
税
す
る
と
い
う
立
場
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
の
後
か
か
る
了
解
白
下
に
そ
の
損
金
否
認
を
め

「
る
対
立
は
解
消
し
た
。

帥
衆
議
院
議
員
木
村
誓
太
郎
の
発
言
「
第
十
五
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」
第
四
号
、
官
報
(
号
外
〕
、
明
治
三
四
年
一
月
=
一

O
日
、
二
人
頁
。


